
所得税法等の－部を改正する法律案

く参考資料：所得税関係＞

ー

令和2年12月20日 ‘

財務省主税局税制第一課所得税係



【新所法g①十六】

､白 垂幽堅堅塾挫_」令和3年度税制改正大綱(抄）

令和2年12月10B

自由民主党

公明党

第二令和3年度税制改正の具体的内容

一個人所得課税

4その他

（国税）

（1）国又は地方公共団体が行う保育その他の子育てに対する助成をする事業その他これに類する一定の助成をする事
業により、これらの助成を受ける者の居宅において保育その他の日常生活を営むのに必要な便宜の供与を行う業務
又は認可外保育施設その他の一定の施設の利用に要する費用に充てるため給付される金品については、所得税を課
さないこととする。騎所法gの號六7
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国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税指置く案刀 【新所法g①十六】
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【新所法g①十六】
保育､子育て等の用語について

○国、自治体からの保育その他の子育てに対する給付については、次の二点を踏まえ非課税と整理している。

① 「保育」と「学資金（教育)」との類似性

学資に充てるため給付される金品は、学術の奨励を目的として非課税とされている（所法g①十五）ところ、子育て支援の主となる

保育については、教育要素が含まれるなど近年とりわけ未就学児については教育との間の明確な境目がなくなっている。 。

②幼児教育・保育無償化により国から受ける給付は既に非課税とされていること（子ども・子育て支援法）

Oその他、中学生以上の子を有する家庭に対する生活支援などは保育そのものではないが、その事業実態を踏まえ、保育に対する給付と

切り離しが困難であることから対象とすることとしている。同趣旨から、産前の女性に対する生活支援も対象と整理している。

○

『保育その他の子育てに対する助成」と表現している。 なお、 「その他これに類する事業で財務省令で定めるもの」で省令において産前ケ

ア事業を定めることにより、産前の女性に対する生活支援も対象とする。

－－＝■■■■－－ｰｰー一一■■1■■一一‐ｰーー■■■■■■ー‐●■一－一一■■■■一一一‐｡一一ー■■ｰ一一一■■~‐‐唾一一一■■ｰー一一一■■－－－－－ー■■■■‐ーー一一一一一一一一一一一ー■■一一一－一一＝ー'■■■■ーー毎一■■凸一一一■■ーー一

I (参考）用語の意義

’○ 「保育」は、児童福祉法6の3⑦において「養護及び教育（満三歳以上の幼児に対する学校教育を除く｡)」と定義されており、対象となる子の年齢が明I
｜ 確に規定されているわけではないが、就学児の教育が学校で行われていることからも主たる対象は就学前の乳幼児である。ただし、同法6の3⑬では保育1
1 が小学生に対して用いられている。なお、所得税法上は無定義で用いられている（所令217の2③十二)。
！ （注)腺育｣の意義は､一般的には｢乳幼児を保育し育てること｡」 (広辞苑第7版） とされている。 I

!○ 「子育て｣は､法令上の定義はないが､概ね未成年の子に対し用いられている｡例えば児童福祉法上は対象となる子は明確に規定されていないが､同法i
i の対象となる子は満20歳までである。その他､子ども・子育て支援法では、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が対象とされている。 ｜
； なお、措法70の2の3②一では結婚・子育て資金の定義で用いられており、妊娠、出産や未就学児までの育児費用が対象とされている。
I (注） 「子育て」の意義は、一般的には「子をそだてること。育児｡」 （広辞苑第7版）とされている。

|○なお､ ｢子育て」と類似の用語として｢育児｣があるが､これも法令上の定義ではないが､概ね就学前の乳幼児に対し用いられるものであり､年齢の低いi
l 子に対するニュアンスが強い用語である。
！ （注） 「育児」の意義は、一般的には「乳幼児を育てること｡」 （広辞苑第7版）とされている。
0－一一一一一一の●■,一一即■D '一‘－－－‐一一！ーー‘ー一！■､一一~｡●●｡一一－1■ﾛ●■' ‘ー‘ーー一－一ー'一‘ーー‘＝一一‐4■D一一一一一ー一一・■－－|ロロロ､－－－･■pl■D‘■Dq■D一‘ー‘ーーー~●●の1■D■ﾛ●＝一一●ﾛDー■■！■｡ー!■｡－･■‘
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＜条文抜粋＞

児童福祉法（昭和22年法律第164号）

第四条この法律で、

一乳児満一歳’

二幼児満一歳ヌ

三少年小学校ガ

②省略

満一歳に

児童とは仁十八歳に満たない毛 をいい、児童を左のように分ける。

満たない者

満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者

小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者

第六条の二この法律で$小児慢性特定疾病とは、 児童又は児童以外の満二十歳に満たない者似下｢児童等」という『 が当該疾病にかかってい

ることにより、長期にわたり療養を必要とし、及びその生命に危険が及ぶおそれがあるものであって、療養のために多額の費用を要するもの
として厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める疾病をいうb

②省略

第六条の三省略

②．③省略

④この法律で、乳児家庭全戸訪問事業とは、一の市町村の区域内における原則として全ｴ里蔓L血上過塞庭を訪問することにより、厚生労働
省令で定めるところにより、王宣工に関する情報の提供並びに乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか、養育につい
ての相談に応じ、助言その他の援助を行う事業をいう。

⑤省略

⑥この法律で、地域子育て支援拠点事業とは、厚生労働省令で定めるところにより、乳児又は幼児及びその保護者が相互の交流を行う場所を
開設し､王誕についての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う事業をいう。

⑦この法律で、一時預かり事業とは、家庭において保育儀護及び教育(第三十九条の二第一項に規定する満三歳以上の幼児に対する教育を除

回

旦璽-1を行うことをいう。以下同じ。）を受けることが一時的に困難となった遡巫雌について、厚生労働省令で定めるところにより、主

として昼間において、保育所、認定こども園蹴学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七

十七号｡以下｢認定こども園法jという。)第二条第六項に規定する認定こども園をいい､保育所であるものを除く。第二十四条第二項を除き、
以下同じ。 ）その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業をいう。

⑧～⑭省略

所得税法施行令（昭和40年政令第96号）
（特定公益信託の要件等）

第二百十七条の二省略
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ー

2省略

3法第七十八条第三項に規定する政令で定める特定公益信託は、次に掲げるものの一又は二以上のものをその目的とする同項に規定する特定

公益信託で、その目的に関し相当と認められる業績が持続できることにつき当該特定公益信託に係る主務大臣の認定を受けたもの(その認定

を受けた日の翌日から五年を経過していないものに限る。 ）とする。

一～十一省略

十二就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項徒義)に規定する幼保連携型認定こども園にお

ける教育及び青に対する助同

4．5省略

子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）

（定義）

第六条この法律において」子ども｣とは、十八歳に達する日以f

は、子どものうち小学校就学の始期に達するまでの者をいう。

2省略

の最初の三月三十一日までの間にある圭 をいい、 「小学校就学前子ども」と

ども。子育て支援」 とは、 全ての子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう、国若しく第七条この法律において「

子育ての支援を行う者が実施する子ども及び子どもの保護者に対する支援は地方公共団体又は地域における

2～10省略

をいう。

租税特別措置法（昭和32年法律第26号）

（直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税）

第七十条のこの三省略

2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一結婚･子育て資金次に掲げる金銭をいう。

イ前項本文の規定の適用を受ける個人（以下この条において「受贈者」という｡）の結婚に際じて支出する費用で政令で定めるものに充て
る金銭

ロ受贈者（当該受贈者の配偶者を含む｡）の妊娠、出産又は育児に要する費用で政令で定めるものに充てる金銭

二～五省略

3～22省略

所－7



【新所法g①十六】

第
三
条
の
二
法
第
九
条
壁

一
■
●
０
●
。
。
●
。
●
《
・
・
・
・
こ
む
◆
ｂ
◆
の
、
“
■
画
一
ロ
。

劉
罰
翻
到
司
卿
詞
と
す
る
○

２
法
第
九
条
第
一
項
第
十
六
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
と
す
る
。

一
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
士
一
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
六
条
の
三
第
九
項
（
定
義
）
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育

事
業
、
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
小
規
模
保
育
事
業
、
同
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
又
は
同

条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
事
業
所
内
保
育
事
業
に
係
る
施
設

二
児
童
福
祉
法
第
三
十
九
条
第
一
項
（
保
育
所
）
に
規
定
す
る
保
育
所

一
二
児
童
福
祉
法
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
Ｕ
（
認
可
外
保
育
施
設
の
届
出
）
に
規
定
す
る
施
設

四
母
子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
十
七
条
の
二
第
一
項
（
産
後
ケ
ア
事
業
）
に
規
定
す
る
産

五
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七

十
七
号
）
第
二
条
第
六
項
（
定
義
）
に
規
定
す
る
認
定
こ
ど
も
園

六
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
五
十
九
条
第
二
号
、
’
第
五
号
、
第
六
号
、
第

九
号
又
は
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
（
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
）
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
施
設

七
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
五
十
九
条
第
四
号
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
施
設
（
保
育
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る

施
設
に
限
る
。
）

（
参
考
）
母
子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
（
抄
）

（
産
後
ケ
ア
事
業
）

第
十
七
条
の
二
市
町
村
は
、
出
産
後
一
年
を
経
過
し
な
い
女
子
及
び
乳
児
の
心
身
の
状
態
に
応
じ
た
保
健
指

↑
導
、
療
養
に
伴
う
世
話
又
は
育
児
に
関
す
る
指
導
、
相
談
そ
の
他
の
援
助
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
産
後

ケ
ア
」
と
い
う
。
）
を
必
要
と
す
る
出
産
後
一
年
を
経
過
し
な
い
女
子
及
び
乳
児
に
つ
き
・
・
・

【
省
令
案
イ
メ
ー
ジ
】

（
非
課
税
と
さ
れ
る
金
品
に
係
る
事
業
の
範
囲
等
）

一
条
の
二
法
第
九
条
第
一
項
第
十
六
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
事
業
は
、

後
ケ
ア
事
業
に
係
る
施
設
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【新所法9①十六】
グ

ー』

（
特
定
公
益
信
託
の
要
件
等
）

第
二
百
十
七
条
の
二
省
略

４
．
５
省
略

３
法
第
七
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
特
定
公
益
信
託
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の
一
又
は
二
以
上
の
も

の
を
そ
の
目
的
と
す
る
同
項
に
規
定
す
る
特
定
公
益
信
託
で
、
そ
の
目
的
に
関
し
相
当
と
認
め
ら
れ
る
業
績
が
持
続
で

き
る
こ
と
に
つ
き
当
該
特
定
公
益
信
託
に
係
る
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
（
そ
の
認
定
を
受
け
た
日
の
翌
日
か

ら
五
年
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

２
省
略

四
～
十

十
一
十
二

一
●

一
一
一 ○

所
得
税
法
施
行
令

「
対
す
る
助
成
」
の
用
例

に
手
定
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
に
お
け
る
識
育
及
び
保
育
に
対
す
る
動

鐸
醐
’

一

に
規
疋
す
る
澆
甜
に
け
る
教
育
に
対
す
る
助
成

二
省
略

社
会
福
を
目
的
と
す
る
事
業
に
対
す
る
助
成

省
略 1

淀
斗
，
震
〕
艶
騨
・
雪
弓
、
里
小
缶
弓

（
昭
和
四
十
年
三
月
三
十
一
日
）

（
政
令
第
九
十
六
号
）

〆

弟
七
項
（
志

所－9



【新所法9①十六】

２
省
略

（
母
子
家
庭
日
常
生
活
支
援
事
業
）

第
十
七
条
都
道
府
県
又
は
市
町
村
は
、
配
偶
者
の
な
い
女
子
で
現
に
児
童
を
扶
養
し
て
い
る
も
の
が
そ
の
者
の
疾
病
そ

の
他
の
理
由
に
よ
り
日
常
生
活
に
支
障
を
生
じ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、
そ
の
者
に

園
哨
団
創
刷
囿
罰
す
る
こ
と
を
委
託
す
る
措
置
を
採
る
こ
と
が
で
き
る
。

つ
き
、
そ
の
者
の

○
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法

「
居
宅
に
お
い
て
保
育
そ
の
他
の
日
常
生
活
を
営
む
の
に
必
要
な

便
宜
を
供
与
」
の
用
例

一
一

若
し
く
は
食
事
の
世
話
罰

（
昭
和
三
十
九
年
七
月
一
日
）

（
法
律
第
百
二
十
九
号
）

所－10



【新所法9①十六】

第
八
十
一
条
省
略

き
は
、
特
定
資
金
移
動
履
行
保
証
金
保
全
契
約
を
締
結
し
た
カ
ジ
ノ
事
業
者
又
は
そ
の
契
約
の
相
手
方
に
対
し
、
保
全

金
額
の
全
部
又
は
一
部
を
供
託
す
べ
き
旨
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
省
略

２
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
は
、

ロ
ｒ
リ
ニ
一

三
省
略

９
～
的
省
省

（
定
義
）

第
二
条
省

２
～
７
省

８
こ
の
法
生

業
を
い
う
。

一
省
晒

二
カ
ジ
，

こ
の
法
律

カ
ジ
ノ略

第
二
条
省
略

２
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
認
証
業
務
」
と
は
、
自
ら
が
行
う
電
子
署
名
に
つ
い
て
そ
の
鶏
調
剃
副
瑚
刑
す
る
者
（
以
下
「
利

用
者
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
者
の
求
め
に
応
じ
、
当
該
利
用
者
が
電
子
署
名
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
事
項
が
当
該
利
用
者
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
業
務
を
い
う
。

３
省
略

○
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法

（
特
定
資
金
移
動
履
行
保
証
金
保
全
契
約
等
）

○
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律

い
て
「
特
定
金
融
業
務
」
と
い
う
。
）

イ
銀
行
そ
の
他
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
金
融
機
関
を
介
し
、

（
定
義
）

に
お
い
て

行
為
を
行
う
顧
客
の
依
頼
を
受
け
て
当
該
顧
客
の
金
銭
に
つ
い
て
行
う
次
に
掲
げ
る
業
務

略

略略
略

「
カ
ジ
ノ
事
業
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
（
以
下
「
カ
ジ
ノ
業
務
」
と
い
う
。
）
を
行
う
事

帥
￥
四
識

限
ロ
ー
坐
と

す
る
顧
客
の
利
益
の
保
護
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

〆

瘤
謂
客
の
金
『
カ
ジ
ノ
事
業
者
晶
罵
官
理
朝
到
捌
司
調
劇

（
平
成
三
十
年
七
月
二
十
七
日
）

（
平
成
十
二
年
五
月
三
十
一
日
）

（
法
律
第
百
二
号
）

（
法
律
第
八
十
号
）

（
第
三
章
に
お

所-11

「
業
務
～
利
用
」
の
用
例



【新所法9①十六】
哩

第
二
十
二
条
の
八
垂

２
～
岨
省
略

二
省
略

虹
～
釦
省

別
法
第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
同
号
に
規
定
す
る
事
業
の
次
の
各
号

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
要
件
と
す
る
。

一
農
業
協
同
組
合
法
第
十
一
条
の
四
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
宅
地
等
供
給
事
業
の
う
ち
同
法
第
十
条
第
五
項
第

三
号
に
掲
げ
る
も
の
当
該
事
業
が
、
都
市
計
画
そ
の
他
の
土
地
利
用
に
関
す
る
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
計
画
に

適
合
し
た
計
画
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
並
び
に
当
該
事
業
に
よ
り
造
成
さ
れ
る
土
地
の
処
分
予
定

価
額
が
、
判
謝
謝
對
制
削
潤
測
凶
鯛
州
伽
判
耐
渕
馴
馴
矧
測
澗
闇
醐
倒
制
罰
馴
創
劉
川
の
額
、
剣
謝
倒
割
引
刻
則
罰
刷
の
額
、

当
該
事
業
に
要
す
る
一
般
管
理
費
の
額
並
び
に
こ
れ
ら
の
費
用
に
充
て
る
た
め
の
借
入
金
の
利
子
の
額
の
見
積
額

の
合
計
額
以
下
で
あ
る
こ
と
。

三
～
十
二
省
略

Ⅱ
～
焔
省
略

第
五
条
の
三

２
～
９
省

岨
法
第
十
坐

一
省
略

二
大
学
等

二

大

学

等

法
第
十
条

（
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
大
学
若
し
く
は
高
等
専
門
学

校
（
こ
れ
ら
の
う
ち
構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る

学
校
設
置
会
社
が
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
士
一
号
）
第
二
条

第
四
項
に
規
定
す
る
大
学
共
同
利
用
機
関
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
共
同
し
て
行
う
試
験
研
究

で
、
当
該
大
学
等
と
の
契
約
又
は
協
定
（
当
該
契
約
又
は
協
定
に
お
い
て
、
当
該
試
験
研
究
に
お
け
る
当
該
個
人
及

び
当
該
大
学
等
の
役
割
分
担
及
び
そ
の
内
容
、
剖
調
側
刷
制
剥
Ⅵ
剴
調
刈
鍋
劉
剃
剥
剥
醐
剥
劉
研
瑚
刷
罰
罰
則
劇
到
刷
を
分

，
担
す
る
旨
及
び
そ
の
明
細
、
当
該
大
学
等
が
当
該
費
用
の
う
ち
当
該
個
人
が
負
担
し
た
額
を
確
認
す
る
旨
及
び
そ
の

方
法
、
当
該
試
験
研
究
の
成
果
が
当
該
個
人
及
び
当
該
大
学
等
に
帰
属
す
る
旨
及
び
そ
の
内
容
並
び
に
当
該
大
学
等

に
よ
る
当
該
成
果
の
公
表
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
も
の

（
特
定
住
宅
地
造
成
事
業
等
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
譲
渡
所
得
の
特
別
控
除
）

一
十
二
条
の
八
省
略

○
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令

（
試
験
研
究
を
行
っ
た
場
合
の
所
得
税
額
の
特
別
控
除
）

一
条
の
三
省
略

「
要
す
る
費
用
」
の
用
例

第
七
項
第
七
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
試
験
研
究
は
、

略 略省

次
に
掲
げ
る
試
験
研
究
と
す
る
。

（
昭
和
三
十
二
年
三
月
三
十
一
日
）

（
政
令
第
四
十
三
号
）

所-12
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【新所法9①十六】

第
三
条
の
二
法
第
九
条
垂

６

ｈ

■

・

昏

■

●

▲

■

毎

毎

・

申

●

●

１

。

●

Ｄ

Ｃ

●

引
罰
副
詞
司
側
詞
と
す
る
。

３
法
第
九
条
第
一
項
第
十
六
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
と
す
る
。

一
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
六
条
の
三
第
九
項
（
定
義
）
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育

事
業
、
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
小
規
模
保
育
事
業
、
同
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
又
は
同

条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
事
業
所
内
保
育
事
業
に
係
る
施
設

二
児
童
福
祉
法
第
三
十
九
条
第
一
項
（
保
育
所
）
に
規
定
す
る
保
育
所

三
児
童
福
祉
法
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
（
認
可
外
保
育
施
設
の
届
出
）
に
規
定
す
る
施
設

四
母
子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
十
七
条
の
二
第
一
項
（
産
後
ケ
ア
事
業
）
に
規
定
す
る
産

後
ケ
ア
事
業
に
係
る
施
設

五
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七

十
七
号
）
第
三
条
第
六
項
（
定
義
）
に
規
定
す
る
認
定
こ
ど
も
園

六
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
五
十
九
条
第
二
号
、
第
五
号
、
第
六
号
、
第

九
号
又
は
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
（
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
）
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
施
設

七
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
五
十
九
条
第
四
号
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
施
設
（
保
育
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る

施
設
に
限
る
。
）

２
法
第
九
条
第
一
項
第
十
六
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
場
所
は
、
次
に
掲
げ
る
場
所
と
す
る
。

一
法
第
九
条
第
一
項
第
十
六
号
に
規
定
す
る
便
宜
の
供
与
を
行
う
者
の
居
宅

二
前
号
に
掲
げ
る
場
所
の
ほ
か
、
法
第
九
条
第
一
項
第
十
六
号
に
規
定
す
る
便
宜
を
適
切
に
供
与
す
る
こ
と
が
で
き

【
省
令
案
イ
メ
ー
ジ
】

（
非
課
税
と
さ
れ
る
金
品
に
係
る
事
業
の
範
囲
等
）

●

一
条
の
二
法
第
九
条
第
一
項
第
十
六
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
事
業
は
、

る
場
所

（
参
考
）
母
子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
（
抄
）

（
産
後
ケ
ア
事
業
）

第
十
七
条
の
二
市
町
村
は
、
出
産
後
一
年
を
経
過
し
な
い
女
子
及
び
乳
児
の
心
身
の
状
態
に
応
じ
た
保
健
指

導
、
療
養
に
伴
う
世
話
又
は
育
児
に
関
す
る
指
導
、
相
談
そ
の
他
の
援
助
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
産
後

ケ
ア
」
と
い
う
。
）
を
必
要
と
す
る
出
産
後
一
年
を
経
過
し
な
い
女
子
及
び
乳
児
に
つ
き
・
・
・

所－8
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（
国
、
地
方
公
共
閉

第
六
十
条
省
略

地
方
公
共
団

○
消
費
税
法

２
．
３
省
略

4第
五
十
九
条
の
二
幽
圃
部
叫
１
仕
事
と
子
育
て
と
の
両
立
に
資
す
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
の
提
供
体
制
の
充
実
を
図
る

た
め
、
仕
事
・
子
育
て
両
立
支
援
事
業
と
し
て
、
児
童
福
祉
法
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
施
設
（
同
項
の
規

○
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法

５
～
８
省
略

人
格
の
な
い
社
団
等
（
第
九
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
消
費
税
を
納
め
る
義
務
が
免
除
さ
れ
る
者
を
除
く
。
）
が
課

税
仕
入
れ
を
行
い
、
又
は
課
税
貨
物
を
保
税
地
域
か
ら
引
き
取
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
課
税
仕
入
れ
の
日
又
は
課
税

貨
物
の
保
税
地
域
か
ら
の
引
取
り
の
日
（
当
該
課
税
貨
物
に
つ
き
特
例
申
告
書
を
提
出
し
た
場
合
に
は
、
当
該
特
例
申
告

書
を
提
出
し
た
日
又
は
特
例
申
告
に
関
す
る
決
定
の
通
知
を
受
け
た
日
）
の
属
す
る
課
税
期
間
に
お
い
て
資
産
の
譲
渡

等
の
対
価
以
外
の
収
入
（
政
令
で
定
め
る
収
入
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
収
入
」
と
い
う
。
）
が
あ
り
、

か
つ
、
当
該
特
定
収
入
の
合
計
額
が
当
該
課
税
期
間
に
お
け
る
資
産
の
譲
渡
等
の
対
価
の
額
（
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規

定
す
る
対
価
の
額
を
い
う
。
）
の
合
計
額
に
当
該
特
定
収
入
の
合
計
額
を
加
算
し
た
金
額
に
比
し
僅
少
で
な
い
場
合
と
し

て
政
令
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
三
十
七
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
を
除
き
、
当
該
課
税
期
間

の
課
税
標
準
額
に
対
す
る
消
費
税
額
（
第
四
十
五
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
課
税
標
準
額
に
対
す
る
消
費
税
額
を
い

う
。
次
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
課
税
仕
入
れ
等
の
税
額
（
第
三
十
条
第
二
項

丁

に
規
定
す
る
課
税
仕
入
れ
等
の
税
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
額
は
、
第
三
十
条
か

ら
第
三
十
六
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
課
税
仕
入
れ
等

の
税
額
の
合
計
額
か
ら
特
定
収
入
に
係
る
課
税
仕
入
れ
等
の
税
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た

金
額
を
控
除
し
た
残
額
に
相
当
す
る
金
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
金
額
は
、
当
該
課
税
期
間
に
お
け
る

第
三
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
仕
入
れ
に
係
る
消
費
税
額
と
み
な
す
。

し
く
は
囮
方
公
共
団
抜

体
等
に
対
す
る
特
例
）

（
平
三
法
七
三
・
平
六
法
一
○
九
・
平
一
二
法
二
六
・
平
一
五
法
八
・
一
部
改
正
）

（
特
別
会
計
を
設
け
て
割
剖
謂
矧
切
列
場
合
に
限
る
。
）
、
別
表
第
三
に
掲
げ
る
法
人
又
は

（
昭
和
六
十
三
年
十
二
月
三
十
日
）

（
法
律
第
百
八
号
）

（
平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
二
日
）

（
法
律
第
六
十
五
号
）

所-12-2

「
国
又
は
地
方
公
共
団
体
（
政
府
）
～
事
業
を
行
う
」
の
用
例



係
る
も
の
の
設
置
者
に
対
し
、

２
省
略

定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
同
法
第
六
条
の
三
第
十
二
項
に
規
定
す
る
業
務
を
目
的
と
す
る
も
の

そ
の
他
事
業
主
と
連
携
し
て
当
該
事
業
主
が
雇
用
す
る
労
働
者
の
監
護
す
る
乳
児
又
は
幼
児
の
保
育
を
行
う
業
務
に

（
平
二
八
法
二
二
・
追
加
）

こ
と
が
で
き
る
。

所－12－3ノ
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（
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
助
成
）

第
十
五
条
剛
月
別
剴
当
馴
朔
剛
１
そ
の
区
域
の
自
然
的
社
会
的
条
件
に
応
じ
て
、
雨
水
を
一
時
的
に
貯
留
す
る
た
め

の
施
設
の
新
設
、
不
要
と
な
っ
た
浄
化
槽
の
当
該
施
設
へ
の
転
用
そ
の
他
の
雨
水
の
利
用
の
た
め
の
施
設
の
整
備

に
つ
い
て
、
馴
飼
到
倒
制
列
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

。

に
つ
い
て
、

（
業
務
）

第
二
十
一
条
掲
園
濁
刷
副
綱
刷
１
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一
資
金
分
配
団
体
に
対
し
、
助
成
等
の
実
施
に
必
要
な
資
金
に
つ
い
て
馴
劇
又
は
貸
付
け
劃
伺
引
こ
と
。

二
～
六
省
略

２
省
略

2
．
○
雨
水
の
利
用
の
推
進
に
関
す
る
法
律

「
助
成
を
行
う
」
の
用
例

○
民
間
公
益
活
動
を
促
進
す
る
た
め
の
休
眠
預
金
等
に
係
る
資
金
の
活
用
に

省
略

関
す
る
法
律

一

（
平
成
二
十
八
年
十
二
月
九
日
）

（
法
律
第
百
一
号
）

（
平
成
二
十
六
年
四
月
二
日
）

（
法
律
第
十
七
号
）

所-12-4



【新所法9①十六】

（
母
子
家
庭
日
常
生
活
支
援
事
業
）

第
十
七
条
都
道
府
県
又
は
市
町
村
は
、
配
偶
者
の
な
い
女
子
で
現
に
児
童
を
扶
養
し
て
い
る
も
の
が
そ
の
者
の
疾

病
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
日
常
生
活
に
支
障
を
生
じ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、

※ ２
省
略

（
業
務
の
範
囲
）

第
十
二
条
機
構
は
、

一
～
四
省
略

○
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法

市
町
村
以
外
の
者
に
当
該
便
宜
を
供
与
す
る
こ
と
を
委
託
す
る
措
置
を
採
る
こ
と
が
で
き
る
。

を
営
む
の
に
必
要
な
便
宜

そ
の
者
に
つ
き
、

(8) （7） （6） （5） （4） （3） （2） （1）○
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
法

Ｆ
腰
孟
ヰ
マ
グ
哩
凹
叫
畔
窒
訓

右
記
事
業
に
よ
り
、

乳
幼
児
の
保
育

住
居
の
掃
除

身
の
回
り
の
世
話

児
童
の
生
活
指
導

食
事
の
世
話

生
活
必
需
品
等
の
買
物

医
療
機
関
等
と
の
連
絡

そ
の
他
必
要
な
用
務

（
平
二
法
五
八
・
追
加
、
平
五
法
四
八
・
旧
第
十
五
条
の
二
繰
上
・
一
部
改
正
、
平
二
法
一
六
○
・
一
部

改
正
、
平
一
四
法
二
九
・
旧
第
十
四
条
繰
下
・
一
部
改
正
、
平
二
六
法
二
八
・
一
部
改
正
）

第
三
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
。

具
体
的
に
は
次
に
掲
げ
る
便
宜
を
供
与
し
て
い
る
．
（
厚
労
省
通
知
）

で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
供
与
し
、
又
は
当
該
都
道
府
県
若
し
く
は

一
一
一
一
一

（
平
成
十
四
年
十
二
月
十
三
日
）

（
法
律
第
百
六
十
六
号
）

（
昭
和
三
十
九
年
七
月
一

喜
一
十
九
年
七
月
一

乳
ｒ
尼
の
保
去
月
砦

日）

（
法
律
第
百
二
十
九
号
）

所－12－5

「
日
常
生
活
を
営
む
の
に
必
要
な
便
宜
」
の
用
例



五
身
体
上
又
は
精
神
上
の
障
害
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
者
に
つ
き
判
刷
到
句
呵

（
居
宅
生
活
支
援
事
業
）

第
三
十
八
条
都
道
府
県
は
、
被
爆
者
の
居
宅
に
お
け
る
日
常
生
活
を
支
援
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う

し
付
け
る
こ
と
。

六
～
十
四
省

２
～
７
省
略

（
平
一
四

法
三
七
四
法

営
む
の
に
必
要
な
回
言
を
供
す
る
事
業

○
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律

こ
と
が
で
き
る
。

一
被
爆
者
で
あ
っ
て
、
精
神
上
又
は
身
体
上
の
障
害
が
あ
る
た
め
に
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
も
の

二
・
三
省
略

刺
伺
召
引
矧
閑
引
す
る
事
業

に
つ
き
、

一
七
一
・
平
一

迫
・
平
二
四
法
六
三

略

六
法
一
五
四
・
平
一
七
法
七
七
・
平
一
八
法
五
○
・
平
一
九
法
三
○
・
平
二
二

○

・
平
二
六
法
八
三
・
一
部
改
正
）

で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
行
う
者
に
対
し
、
必
要
な
資
金
を
貸

戸

（
平
成
六
年
十
二
月
十
六
日
）

（
法
律
第
百
十
七
号
）

所-12-6



【新所法9①十六】

（
地
域
型
保
育
給
付
費
の
支
給
）

第
二
十
九
条
市
町
村
は
、
満
三
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
が
、
教
育
・
保
育
給
付
認
定
の
有
効
期
間
内
に
お
い
て
、

（
特
定
公
益
信
託
の
要
件
等
）

第
二
百
十
七
条
の
二
・
省
略

○
所
得
税
法
施
行
令

一
～
九
省

十
国
土
の
緑

十
一
・
十
二

４
．
５
省
略

国
土
の
緑

３
法
第
七
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
特
定
公
益
信
託
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の
一
又
は
二
以
上

の
も
の
を
そ
の
目
的
と
す
る
同
項
に
規
定
す
る
特
定
公
益
信
託
で
、
そ
の
目
的
に
関
し
相
当
と
認
め
ら
れ
る
業
績

が
持
続
で
き
る
こ
と
に
つ
き
当
該
特
定
公
益
信
託
に
係
る
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
（
そ
の
認
定
を
受
け

た
日
の
翌
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

２
省
略

２
～
８
省
略

（
令
元
法
七
・
令
二
法
四
一
・
一
部
改
正
）

者
（
以
下
「
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
当
該
確
認
に
係
る
地
域
型
保
育
（
以
下
「
特
定
地
域
型
保

育
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
と
き
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
満
三
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も

に
係
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
に
対
し
、
当
該
特
定
地
域
型
保
育
（
保
育
必
要
量
の
範
囲
内
の
も
の
に
限
る
。

以
下
「
満
三
歳
未
満
保
育
認
定
地
域
型
保
育
」
と
い
う
。
）
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
、
地
域
型
保
育
給
付
費
を
支

以
下
霊

市
町
村
長
が
地
域
型
保
育
弥
付
費
の
支
給
に
係
る
画

給
す
る
。

○
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法

化
事
業
の
推
進
翻
劉
馴
鋼
刎
制
劇
御
に
限
る
。

（
昭
六
二
政
三
二
九
・
追
加
、
平
二
政
九
二
・
平
五
政
三
一
・
平
六
政
一
○
八
・
平
七
政
一
五
九
・
平
三
一

政
一
四
四
・
平
一
二
政
三
○
七
・
平
一
九
政
八
二
・
平
二
○
政
一
五
五
・
平
二
六
政
一
三
七
・
一
部
改
正
）

省
略

略

を
行
う
者
と
し
て
確
認
す
る
地
域
型
保
育
を
行
う
事
業

ー

（
平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
一

一
年
八
月
二
十
二

（
昭
和
四
十
年
三
月
三
十
一
日
）

（
政
令
第
九
十
六
号
）

●

日）

（
法
律
第
六
十
五
号
）

所-12-7



（
給
付
金
の
支
給
）

第
八
十
条
国
刷
１
手
帳
所
持
者
が
そ
の
有
す
る
能
力
に
適
合
す
る
職
業
に
就
く
こ
と
を
容
易
に
し
、
及
び
促
進
す

る
た
め
、
手
帳
所
持
者
又
は
事
業
主
に
対
し
て
、
労
働
施
策
の
総
合
的
な
推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及

び
職
業
生
活
の
充
実
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
三
士
一
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
網
州
別
矧
切
刃

○
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法

時
特
例
等
に
関
す
る
法
律

（
雇
用
保
険
法
に
よ
る
雇
用
安
定
事
業
の
特
例
）

第
四
条
政
府
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
よ
る
労
働
者
の
失
業
の
予
防
を
図
る
た
め
、
雇
用

保
険
法
第
六
十
二
条
の
雇
用
安
定
事
業
と
し
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
よ
り
事
業
主
が
休

業
さ
せ
、
そ
の
休
業
さ
せ
ら
れ
て
い
る
期
間
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
賃
金
の
支
払
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
（
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し

○
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
雇
用
保
険
法
の
臨

（
市
町
村
の
地
域
生
活
支
援
事
業
）

第
七
十
七
条
市
町
村
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
地
域
生
活
支
援
事
業
と
し
て
、
次
に
掲
げ

る
事
業
を
行
う
も
の
と
す
る
。

○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

御
詞
詞
到
も
．
の
と
す
る
。

て
、

●

揃
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
休
業
支
援
金
券
考
飲
箱
す
る
事
碧

（
平
三
○
法
七
一
・
一
部
改
正
）

を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日
）

（
法
律
第
十
四
号
）

（
平
成
十
七
年
十
一
月
七
日
）

（
法
律
第
百
二
十
三
号
）

（
令
和
二
年
六
月
十
二
日
）

（
法
律
第
五
十
四
号
）

所-12-8



２
．
３
省
略

一
～
三
省
略

四
障
害
福
祉
サ

障
害
福
祉
サ

五
～
九
省
略

妻

ー
ビ
ス
の
利
用
の
観
点
か
ら
成
年
後
見
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
が
有
用
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
障
害
者
で
成
年
後
見
制
度
の
利
用
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
補
助
を
受
け
な
け
れ
ば
成
年
後
見
制
度
の
利

用
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
き
、
当
該
費
用
の
う
ち
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
謝
刷
劉
對
剥
鋼
詞

（
平
二
二
法
七
一
・
平
二
四
法
五
一
・
一
部
改
正
）

”

、一

■■■

所-12-9
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【新所法9①十六】

（
定
義
）

第
二
条
省

２
～
４
省

（
日
雇
労
働
者
に
つ
い
て
の
労
働
者
派
遣
の
禁
止
）

第
三
十
五
条
の
四
派
遣
元
事
業
主
は
、
召
刎
劉
詞
澗
を
迅
速
か
つ
的
確
に
遂
行
す
る
た
め
に
専
門
的
な
知
識
、
技
術
又
は

経
験
を
必
要
と
す
る
業
務
の
う
ち
、
労
働
者
派
遣
に
よ
り
日
雇
労
働
者
（
日
々
又
は
三
十
日
以
内
の
期
間
を
定
め
て
雇

用
す
る
労
働
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
従
事
さ
せ
て
も
当
該
日
雇
労
働
者
の
適
正
な
雇
用
管
理

に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
業
務
と
し
て
政
令
で
定
め
る
業
務
に
つ
い
て
労
働
者
派
遣
を
す
る

場
合
又
は
雇
用
の
機
会
の
確
保
が
特
に
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
労
働
者
の
雇
用
の
継
続
等
を
図
る
た
め
に
必
要

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
そ
の
他
の
場
合
で
政
令
で
定
め
る
場
合
を
除
き
、
そ
の
雇
用
す
る
日
雇
労
働
者
に
つ
い
て

労
働
者
派
遣
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

２
厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
政
令
の
制
定
又
は
改
正
の
立
案
を
し
よ
う
と
す
る
ど
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
労
働
政
策

審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
平
二
四
法
二
七
・
追
加
、
平
二
七
法
七
三
・
旧
第
三
十
五
条
の
三
繰
下
）

第
二
条
省
略

２
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
認
証
業
務
」
と
は
、
自
ら
が
行
う
電
子
署
名
に
つ
い
て

５
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
利
用
者
証
明
認
証
業
務
」
と
は
、
自
ら
が
行
う
電
子
利
用
者
証
明
に
つ
い
て

別
引
到
笥
（
以
下
「
利
用
者
証
明
利
用
者
」
と
い
う
。
）
又
は
第
三
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
利
用

の
求
め
に
応
じ
て
行
う
利
用
者
証
明
利
用
者
検
証
符
号
（
当
該
利
用
者
証
明
利
用
者
が
電
子
利
用
者
証

Ｒ
自
ら
が
行
う
電
子
利
用
者
証
明
に
つ
い
て

３
省
略

「
そ
の
業
務
～
業
務
」
の
用
例

用
者
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
者
の
求
め
に
応
じ
、
当
該
利
用
者
が
電
子
署
名
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
事
項
が
当
該
利
用
者
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
翼
掴
珂
を
い
う
。

○
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る

○
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る

○
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律

（
定
義
）

法
律

法
律

略略

そ
の
業
務
を
利

又
は
第
三
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
利
用
者
証
明
検
証
者

（
当
該
利
用
者
証
明
利
用
者
が
電
子
利
用
者
証
明
を
行
う
た
め

ー

そ
の
業
務
を
利
用

（
平
成
十
四
年
十
二
月
十
三
日
）

（
法
律
第
百
五
十
三
号
）

（
平
成
十
二
年
五
月
三
十
一

‐
五
月
三
十
一

（
昭
和
六
十
年
七
月
五
日
）

（
法
律
第
八
十
八
号
）

日）

（
法
律
第
百
二
号
）

る
者

（
以
下
「
利

所-12-10



に
用
い
る
符
号
（
以
下
「
利
用
者
証
明
利
用
者
符
号
」
と
い
う
。
）
と
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
対
応
す
る

符
号
で
あ
っ
て
、
当
該
電
子
利
用
者
証
明
が
当
該
利
用
者
証
明
利
用
者
符
号
を
用
い
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
当
該
利
用
者
証
明
利
用
者
の
も
の
で
あ
る
こ
と
の
証

明
に
関
す
る
遡
捌
凋
を
い
う
。

（
平
一
八
法
四
四

八
法
四
四
・
平
二
五
法
二
八
・
一
部
改
正
）

延二

ー

所－12－11



[亘亜三コ

所得税法等の一部を改正する法律案

く参考資料：所得税関係＞、

令和3年で月4日

財務省主税局税制第一課所得税係

、



く

【新所法g①十六】

[""}
一個人所得課税

4その他

（国税）

(1)国又は地方公共団体が行う保育その他の子育てに対する助成をする事業その他これに類する一定の助成をする事業によ
り、 これらの助成を受ける者の居宅において保育その他の日常生活を営むのに必要な便宜の供与を行う業務又は認可外保
育施設その他の一定の施設の利用に要する費用に充てるため給付される金品については、所得税を課さないこととする。
Z満新法gO-faX:/

ぐ

所-3



国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税指置く詞 ①十六】【新所法9

ｮWM共ヲ－の文確

全額が認諸
※ 囚ノVノーG

≠Kfnlr

｡ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ●

=E＝
●

＝ c

一一

由

象壷両併
●

土今経 0

【

②認可外癩施設等の利用料に禰毒騨乏ぅ剛
③画時預かり9病児保育などの子を預ける施設の利用半

巴．,し・I山りぎ'Iし萱｡'凸翻｣“殉0ー一v

雲吉穏と俣音施設等の臺

所-4



【新所法g①十六】

E二三 ’

○国、自治体からの保育その他の子育てに対する給付については､次の二点を踏まえ非課税と整理している。
① 『保育』と『学寅金（教育)』との類似性

学資に充てるため給付される金品は､学術の奨励を目的として非課税とされている（所法･9①十五）ところ、子育て支援の主となる
保育については、教育要素が含まれるなど近年とりわけ未就学児については教育との間の明確な境目がなくなっている。
②幼児教育・保育無償化により国から受ける給付は既に非課税とされていること（子ども・子育て支援法）
○その他、中学生以上の子を有する家庭に対する生活支援などは保育そのものではないが、その事業実態を踏まえ、保育に対する給付と
切り離しが困難であることから対象とすることとしている。同趣旨から、産前の女性に対する生活支援も対象と整理している。

「保育』は概ね就学前の乳幼児を対象にした用語であ釜ため､－束学生以上の る家鬮こ対する生活支援などを対象とするために
『葆票面亟あ手香永対する助胸と表現している坐なお､ ｢その他これに類する事業で財務省令で定めるもの』で省令において産前4
○

ア事業を定めることにより、産前の女性に対する生活支援も対象とする。

一一一一■■口一一■■－－－ローーー一一一一一戸■■一一一一一■■‐一一ローーーーーーロ■■一一一一一■■一一一一一一一－－－■■ー■■一一■■－－ユーーー■■－－‐■■一一一一一一一一一■■‐ｰヂー■■一一ｰｰ‐‐ーｰｰー‐●ターー■■■■■｡‐‐‐ｰーー
0

0

1
革

I （参考)用語の意義
i合疹亨操譽淵罷童福祉法｡｡3＠に證腿嘩趣轆責鯨三重駐蝉朧極量識鱸毒墜鰍鑪祷蟄て認}増鰯震音鱸韓擢I
IU確I顎患搬駕碧瞬鮠纈撒鞭垂藪誘壽舜競翫唇毒三蚕毫菫熱謝謀寧諏の乳幼児である｡ただし､同法6の3⑬で慨育；
I 裟氷拳笙馴亡そ鮴疏ぞ鵬『た蕊.壺織甦念暴露交用ぃ甑&殿ゑ衝黄皿､吸箆に)。 0

1 〃間『葆善rめ灘ぱ､顎脈ぽ『乳幼砿砺し育てること｡｣肱辞苑第7脚とされている。 1

'IU「子育て』は,.齢上の定義噸い麺､鬼蛙轄の蕊製鯉製て龍:_墜騨篭禁懲鯆善総量鰯溌躍騨醗饗溺1鴎IIUの鶴星齢芋砥織j蕊筈謹藻ごそで慰謹壷三ﾃ重謹鐘建'嘘壁菫蕊旦雛鳴鯉凱製昌壽醗溌澪識対象とされている｡ i
I縄手雛荊槻猟謬二で鰯蔭謂ﾓ董壼砿義頭函罰壷典蕊鰕職圭聾辨までの育児費用湖象とされている。 ：

1.塁墓蝋蓋 簔襄莞惠鰯蔑農鯏墨"乳幼児に対し用いられるもので…齢の低い’
i (注） 「育児」の意義は、一般的には「乳幼児を育てること｡」 （広辞苑第7版）とされている。 ‘
1－､..上罠..=星患二二翼ﾆﾆﾆｰｰｰｰ皇二二二二---ﾆﾆﾆ墨ニニーさ-..----…------..---------------..--..---------..-．･･･-..-..--．･･･----..----･･････---････---･･-..-----..--..-----.．----..---..-.----･･-.....----..---..--－--！
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＜条文抜粋＞

児童福祉法（昭和22年法律第164号）
をいい、児童を左のように分ける。第四条この法律で、 とは術八・」に､価にぱい三

一乳児満一歳に満たない者

二幼児満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者
三少年小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者
②省略

§当該疾病にかかってい尅童又は児童以外の満二十歳に満たない者(以下1児童雪第六条の二この法律で、小児慢性特定疾病とは、
ることにより、長期にわたり療養を必要とし、及びその生命に危険が及ぶおそれがあるものであって、療養のために多額の費用を要寸るもの
として厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める疾病をいう。
②省略 ／

へ

第六条の三省略

②．③省．略

壺この垂律呑､乳児家庭全戸訪問事業とは､一の市町村の区域内における原副髻Lて聿享嘩星饗宴琴塵室壷瞳壹三髻嘗り塁皇奎考蝉
省令で定めるところにより、蕊エに関する情報の提供並びに乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか､養育につい
ての相談に応じ､助言その他の援助を行う事業をいう。

⑤省略

⑥この法律で、地域子育て支援拠点事業とは、厚生労働省令で定めるところにより、乳』星基f鋤』星及びその保護者が相互の交流を行う場所を
關詔l,_子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行う蕊美をいう。開設し、王宣工についての相談、儲
⑦この法律で、一時預かり事業とは、 艮育儀護及び教育(第三十九条の二第＝項に堪定さ己壷施歳以上の幼児睡対寸苞教育を鱈家庭において

二塁_lを行うことをいう。以下同じ。 ）を受けることが一時的に困難となった塾』哩墜塑遅について、厚生労働省令で定めるところにより、主
として昼間において､保育所､認定こども園蹴学前の子どもに関する教育､保耆等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七
十七号b以下｢認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園をいい､保育所であるものを除く。第二十四条第二項を除き、
以下同じ。 ）その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業をいう。
⑧～⑭省略

所得税法施行令（昭和40年政令第96号）
（特定公益信託の要件等〉

第二百十七条の二省略

所－6



2省略

3法第七十八条第三項に規定する政令で定める特定公益信託は、次に掲げるものの一又は二以上のものをその目的とする同項に規定する特定

公益信託で、その目的に関し相当と認められる業績が持続できることにつき当該特定公益信託に係る主務大臣の認定を受けたもの(その認定

を受けた日の翌日から五年を経過していないものに限る。 ）とする。

～～十一省略

十二就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項(定諭に規定する 鈎保連携型認定こども園にお

教育及び保程

4．5省Ⅲ各

子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）

（定義）

をいい、 「小学牧就学前子ども」との間lこZ第六条この法律において

は、子どものうち小学校

2省略

子どものうち小学校就学の始期に達するまでの者をいう。

略

子ども・子育て支援｣_とは､_全ての子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう、国若しく第七条この法律において「

をいう。は地方公共団体又は地域における

2～10省略

刀愉

租税特別措置法（昭和32年法律第26号）

（直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税）

第七十条の三の三省略

2 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一造鐙_ﾆｰ迩蝕次に掲げる金銭をいう。
イ前項本文の規定の適用を受ける個人（以下この条において「受贈者」という｡）の結婚に際して支出する費用で政令で定めるものに充て

る金銭

受贈者の配偶者を含む｡）の妊娠&出産又は育児に要する費用で政令で定めるものに充てる金銭

恥
部
五

ロ
ー
翅
一
一
一３

所－7



【新所法g①十六】

（
非
課
税
と
さ
れ
る
金
品
に
係
る
事
業
の
範
囲
等
）

第
三
条
の
二
法
第
九
条
第
一
項
第
十
六
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
事
業
は
、

3 ２
法
第
九
条
第
一
項
第
十
六
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
場
所
は
、
次
に
掲
げ
る
場
所
と
す
る
。

一
法
第
九
条
第
一
項
第
十
六
号
に
規
定
す
る
便
宜
の
供
与
を
行
う
者
の
居
宅

二
前
号
に
掲
げ
る
場
所
の
ほ
か
、
法
第
九
条
第
一
項
第
十
六
号
に
規
定
す
る
便
宜
を
適
切
に
供
与
す
る
こ
と
が
で
き

馴
献
職
制
剤
側
獄
と
す
る
。

五
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七

十
七
号
）
第
二
条
第
六
項
（
定
義
）
に
規
定
す
る
認
定
こ
ど
も
園

六
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
五
十
九
条
第
二
号
、
第
五
号
、
第
六
号
、
第

九
号
又
は
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
（
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
）
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
施
設

七
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
第
五
十
九
条
第
四
号
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
施
設
〉
（
保
育
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る

施
設
に
限
る
。
）

二
児
童
福
祉
法
第
三
十
九

三
児
童
福
祉
法
第
五
十
九

四
母
子
保
健
法
（
昭
和
四

後
ケ
ア
事
業
に
係
る
施
設

一

【
省
令
案
イ
メ
ー
ジ
】

法
第
九
条
第
一
項
第
十
六
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
と
す
る
。

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
六
条
の
三
第
九
項
（
定
義
）
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育

事
業
、
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
小
規
模
保
育
事
業
、
同
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
又
は
同

条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
事
業
所
内
保
育
事
業
に
係
る
施
設

児
童
福
祉
法
第
三
十
九
条
第
一
項
（
保
育
所
）
に
規
定
す
る
保
育
所

児
童
福
祉
法
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
（
認
可
外
保
育
施
設
の
届
出
）
に
規
定
す
る
施
設

母
子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
十
七
条
の
二
第
一
項
（
産
後
ケ
ア
事
業
）
に
規
定
す
る
産

る
場
所

（
参
考
〉
母
子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
（
抄
）

（
産
後
ケ
ア
事
業
）

第
十
七
条
の
二
市
町
村
は
、
出
産
後
一
年
を
経
過
し
な
い
女
子
及
び
乳
児
の
心
身
の
状
態
に
応
じ
た
保
健
指

導
、
療
養
に
伴
う
世
話
又
は
育
児
に
関
す
る
指
導
、
相
談
そ
の
他
の
援
助
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
産
後

ケ
ア
」
と
い
う
。
）
を
必
要
と
す
る
出
産
後
一
年
を
経
過
し
な
い
女
子
及
び
乳
児
に
つ
き
・
・
・

『
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【新所法9①十六】

３
法
第
七
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
特
定
公
益
信
託
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の
一
又
は
二
以
上
の
も

の
を
そ
の
目
的
と
す
る
同
項
に
規
定
す
る
特
定
公
益
信
託
で
、
そ
の
目
的
に
関
し
相
当
と
認
め
ら
れ
る
業
績
が
持
続
で

き
る
こ
と
に
つ
き
当
該
特
定
公
益
信
託
に
係
る
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
（
そ
の
認
定
を
受
け
た
日
の
翌
日
か

●
↓
ら
五
年
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
．

４
．
５
省
略

（
特
定
公
益
信
託
の
要
件
等
）

第
二
百
十
七
条
の
二
省
略

２
省
略

四
～
十

十
一
十
二

三一
○
所
得
税
法
施
行
令

二
省
略

1

省
略 ；

皿
を
ロ
圓
坊

’

訊
青
及
び
保
吉

唖
夢
墜
国

（
昭
和
四
十
年
三
月
三
十
一
日
）

（
政
令
第
九
十
六
号
）

采
《
七
項

毛

所-9
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【新所法9①十六】

第
六
十
条
省
略

○
消
費
税
法

２
．
３
省
略

4
○
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法

５
～
８
省
略

第
五
十
九
条
空
一
馴
湖
剛
１
仕
事
と
子
育
て
と
の
両
立
に
資
す
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
の
提
供
体
制
の
充
実
を
図
る

た
め
、
仕
事
・
子
育
て
両
立
支
援
事
業
と
し
て
、
“
児
童
福
祉
法
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
施
設
（
同
項
の
規

（
国
、
地
方
公
共
団
体
等
に
対
す
る
特
例
）

人
格
の
な
い
社
団
等
（
第
九
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
消
費
税
を
納
め
る
義
務
が
免
除
さ
れ
る
者
を
除
く
。
）
が
課

税
仕
入
れ
を
行
い
、
又
は
課
税
貨
物
を
保
税
地
域
か
ら
引
き
取
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
課
税
仕
入
れ
の
日
又
は
課
税

貨
物
の
保
税
地
域
か
ら
の
引
取
り
の
日
（
当
該
課
税
貨
物
に
つ
き
特
例
申
告
書
を
提
出
し
た
場
合
に
は
、
当
該
特
例
申
告

書
を
提
出
し
た
日
又
は
特
例
申
告
に
関
す
る
決
定
の
通
知
を
受
け
た
日
）
の
属
す
る
課
税
期
間
に
お
い
て
資
産
の
譲
渡

等
の
対
価
以
外
の
収
入
（
政
令
で
定
め
る
収
入
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
収
入
」
と
い
う
。
）
が
あ
り
、

か
つ
、
当
該
特
定
収
入
の
合
計
額
が
当
該
課
税
期
間
に
お
け
る
資
産
の
譲
渡
等
の
対
価
の
額
（
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規

定
す
る
対
価
の
額
を
い
う
。
）
の
合
計
額
に
当
該
特
定
収
入
の
合
計
額
を
加
算
し
た
金
額
に
比
し
僅
少
で
な
い
場
合
と
し

て
政
令
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
三
十
七
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
を
除
き
、
当
該
課
税
期
間

の
課
税
標
準
額
に
対
す
る
消
費
税
額
（
第
四
十
五
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
課
税
標
準
額
に
対
す
る
消
費
税
額
を
い

う
。
次
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
課
税
仕
入
れ
等
の
税
額
（
菫
二
十
条
第
二
項

に
規
定
す
る
課
税
仕
入
れ
等
の
税
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
額
は
、
第
一
二
十
条
か

ら
第
三
十
六
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
課
税
仕
入
れ
等

の
税
額
の
合
計
額
か
ら
特
定
収
入
に
係
る
課
税
仕
入
れ
等
の
税
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た

金
額
を
控
除
し
た
残
額
に
相
当
す
る
金
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
金
額
は
、
当
該
課
税
期
間
に
お
け
る

第
三
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
仕
入
れ
に
係
る
消
費
税
額
と
み
な
す
。

（
平
三
法
七
三
・
平
六
法
一
○
九
・
平
一
二
法
二
六
・
平
一
五
法
八
・
一
部
改
正
）

（
特
別
会
計
を
設
け
て
割
剖
到
創
Ⅵ
列
場
合
に
限
る
。
）
、
別
表
第
三
に
掲
げ
る
法
人
又
は

（
昭
和
六
十
三
年
十
二
月
三
十
日
）

（
法
律
第
百
八
号
）

（
平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
二
日
）

（
法
律
第
六
十
五
号
）

所－10



２
省
略

定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
同
法
第
六
条
の
三
第
十
二
項
に
規
定
す
る
業
務
を
目
的
と
す
る
も
の

●

そ
の
他
事
業
主
と
連
携
し
て
当
該
事
業
主
が
雇
用
す
る
労
働
者
の
監
護
す
る
乳
児
又
は
幼
児
の
保
育
を
行
う
業
務
に

係
る
も
の
の
設
置
者
に
対
し
、

（
平
二
八
法
二
二
・
追
加
）

ー

抑
乃
冤
。
‘
ず
帥

垣
と
が
で
き
る
。

所－11



【新所法9①十六】

３
法
第
七
十
八
条
第
二
一
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
特
定
公
益
信
託
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の
一
又
は
二
以
上

の
も
の
を
そ
の
目
的
と
す
る
同
項
に
規
定
す
る
特
定
公
益
信
託
で
、
そ
の
目
的
に
関
し
相
当
と
認
め
ら
れ
る
業
績

が
持
続
で
き
る
こ
と
に
つ
き
当
該
特
定
公
益
信
託
に
係
る
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
零
の
認
定
を
受
け

た
日
の
翌
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

（
特
定
公
益
信
託
の
要
件
簔

第
二
百
十
七
条
の
二
省
略

○
所
得
税
法
施
行
令

２
省
略

４
．
５

（
地
域
型
保
育
給
付
費
の
支
給
）

第
二
十
九
条
市
町
村
は
、
満
三
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
が
、
教
育
・
保
育
給
付
認
定
の
有
効
期
間
内
に
お
い
て
、

●

２
～
８
省
略

一
～
九
省
略

十
国
土
の
緑
化

十
一
・
十
二
省

国
土
の
緑
化

○
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法

者
（
以
下
「
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
当
該
確
認
に
係
る
地
域
型
保
育
（
以
下
「
特
定
地
域
型
保

育
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
と
き
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
満
三
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も

に
係
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
に
対
し
、
当
該
特
定
地
域
型
保
育
葆
育
必
要
量
の
範
囲
内
の
も
の
に
限
る
。

以
下
「
満
三
歳
未
満
保
育
認
定
地
域
型
保
育
」
と
い
う
。
）
に
要
し
た
菱
用
に
つ
い
て
、
地
域
型
保
育
給
付
費
を
支

以
下
畢

給
す
る
。

I
事
業
の
推
進
酬
醐
間
男
劃
刻
絢
に
限
る
．

省
略

（
昭
六
二
塗
一
三
九
・
追
加
、
平
二
政
九
二
・
平
五
政
一
三
・
平
六
政
一
○
八
・
平
七
政
一
五
九
・
平
一
二

政
一
四
四
・
平
一
二
政
三
○
七
・
平
一
九
政
八
二
・
平
二
○
政
一
五
五
・
平
二
六
政
一
琴
一
七
・
一
部
改
正
）

（
令
元
法
七
・
令
二
法
四
一
・
一
部
改
正
）

略

を
行
う
者
と
し
て
確
認
す
る
地
域
型
保
育
を
行
う
事
業

ー

（
平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
二
日
）

（
法
律
第
六
十
五
号
）

（
昭
和
四
十
年
三
月
三
十
一
日
）

（
政
令
第
九
十
六
号
）

く

所-12

「
支
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用
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第
八
十
条
国
剛
１
手
帳
所
持
者
が
そ
の
有
す
る
能
力
に
適
合
す
る
職
業
に
就
く
こ
と
を
容
易
に
し
、
及
び
促
進
す

る
た
め
、
手
帳
所
持
者
又
は
事
業
主
に
対
し
て
、
労
働
施
策
の
総
合
的
な
推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及

び
職
業
生
活
の
充
実
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
三
十
一
喜
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
絢
州
部
剰
罰
刻

時
特
例
等
に
関
す
る
法
律

○
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法

○
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
雇
用
保
険
法
の
臨

旬
（
雇
用
保
険
法
に
よ
る
雇
用
安
定
事
業
の
特
例
）

第
四
条
政
府
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
よ
る
労
働
者
の
失
業
の
予
防
を
図
る
た
め
、
雇
用

保
険
法
第
六
士
一
条
の
雇
用
安
定
事
業
と
し
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
よ
り
事
業
主
が
休

業
さ
せ
、
そ
の
休
業
さ
せ
ら
れ
て
い
る
期
間
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
賃
金
の
支
払
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
（
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し

○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

（
市
町
村
の
地
域
生
活
支
援
事
業
）

第
七
十
七
条
市
町
村
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
地
域
生
活
支
援
事
業
と
し
て
、
次
に
掲
げ

る
事
業
を
行
う
も
の
ど
す
る
。

細
制
馴
則
も
．
の
と
す
る
。

（
給
付
金
の
支
給
）

て
、

ロ

洲
釧
司
引
叫
Ｈ
剣
Ⅶ
川
Ⅱ
呵
刃
湖
鯏
洞
閏
淵
矧
飼
幽
剛
調
制
劉
咽
飼
斜
到
謝
絢
制
剴
創
罰
鑿

（
平
三
○
法
七
一
・
一
部
改
正
）

を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一
日
）

（
法
律
第
十
四
号
）

（
平
成
十
七
年
十
一
月
七
日
）

（
令
和
二
年
六
月
十
二
日
）

（
法
律
第
五
十
四
号
）

（
法
律
第
百
二
十
三
号
）

所-13



五
～
九
省

２
．
３
省
略

（
平
一
二一二

一
～
三
省
略

四
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
の
観
点
か
ら
成
年
後
見
制
度
を
利
用
す
る
こ
と
が
有
用
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
障
害
者
で
成
年
後
見
制
度
の
利
用
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
補
助
を
受
け
な
け
れ
ば
成
年
後
見
制
度
の
利

用
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
き
、
当
該
費
用
の
う
ち
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
謝
刷
矧
凰
淵
綱
調

量
法
七
一

略、ー

・
平
二
四
法
五
一
・
一
部
改
正
）

r

所-14



【新所法9①十六】
、

（
業
務
）

第
二
十
一
条
掴
園
澗
矧
副
綱
刷
１
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
筧

一
資
金
分
配
団
体
に
対
し
、
助
成
等
の
実
施
に
必
要
な
資
金
に
つ
い
て
馴
嗣
又
は
貸
付
け
劃
句
列
こ
と
。

一
・
資
金

（
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
助
成
）

第
十
五
条
・
珊
封
刺
劃
削
馴
綱
剛
１
そ
の
区
域
の
自
然
的
社
会
的
条
件
に
応
じ
て
、
雨
水
を
一
時
的
に
貯
留
す
る
た
め

の
施
設
の
新
設
、
不
要
と
な
っ
た
浄
化
槽
の
当
該
施
設
へ
の
転
用
そ
の
他
の
雨
水
の
利
用
の
た
め
の
施
設
の
整
備

に
つ
い
て
、
馴
劇
矧
凰
Ⅵ
洲
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

↑

に
つ
い
て
、

2

二
～
六

２
省
略

○
雨
水
の
利
用
の
推
進
に
関
す
る
法
律

○
民
間
公
益
活
動
を
促
進
す
る
た
め
の
休
眠
預
金
等
に
係
る
資
金
の
活
用
に

●省
略

関
す
る
法
律

省
略

~

（
平
成
二
十
八
年
十
二
月
九
日
）

（
平
成
二
十
六
年
四
月
二
日
）

（
法
律
第
十
七
号
）

（
法
律
第
百
一
号
）

に 所-15

「
助
成
を
行
う
」
の
用
例



【新所法9①十六】

（
母
子
家
庭
日
常
生
活
支
援
事
業
）

第
十
七
条
都
道
府
県
又
は
市
町
村
は
、
配
偶
者
の
な
い
女
子
で
現
に
児
童
を
扶
養
し
て
い
る
も
の
が
そ
の
者
の
疾

病
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
日
常
生
活
に
支
障
を
生
じ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、

※ ２
省
略

（
業
務
の
範
囲
）

第
十
二
条
機
構
は
、

一
～
四
省
略

市
町
村
以
外
の
者
に
当
該
便
宜
を
供
与
す
る
こ
と
を
委
託
す
る
措
置
を
採
る
こ
と
が
で
き
る
。

Ｐ

○
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法

そ
の
者
に
つ
き
、

(8) （7） （6） （5） （4） （3） （2） （1）

！
○
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
法

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅱ
８
１
Ⅱ
１
４
１
４
‐
１
１
１
１
０
口
ｑ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

「
日
常
生
活
を
営
む
の
に
必
要
な
便
宜
」
の
用
例

ｌ

右
記
事
業
に
よ
り
、

乳
幼
児
の
保
育

児
童
の
生
活
指
導

住
居
の
掃
除

身
の
回
り
の
世
話

食
事
の
世
話

生
活
必
需
品
等
の
買
物

医
療
機
関
等
と
の
連
絡

そ
の
他
必
要
な
用
務

（
平
二
法
五
八
・
追
加
、
平
五
法
四
八
・
旧
第
十
五
条
の
二
繰
上
・
一
部
改
正
、
平
二
法
一
六
○
・
一
部

改
正
、
平
一
四
法
二
九
・
旧
第
十
四
条
繰
下
・
一
部
改
正
、
平
一
天
法
二
八
・
一
部
改
正
）

一

″
三
一
ゞ
宅
そ
の
他
眉

第
三
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
。

『

具
体
的
に
は
次
に
掲
げ
る
便
宜
を
供
与
し
て
い
る
。
（
厚
労
省
通
知
）

で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
供
与
し
、
又
は
当
該
都
道
府
県
若
し
く
は

動
、
’
一
一

間
剛
荊
凶
明
墾
嶺
陛
関
す
る
助
言
、
指
導
そ
の
他
の
日
常
生
涯

（
平
成
十
四
年
十
二
月
十
三
日
）

（
昭
和
三
十
九
年
七
月
一

喜
一
十
九
年
七
月
一

単
ず
叶
馴
児
の
保
育
差

日）

（
法
律
第
百
二
十
九
号
）

（
法
律
第
百
六
十
六
号
）

所－16



（
居
宅
生
活
支
援
事
業
）

第
三
十
八
条
都
道
府
県
は
、

『
○
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律

五
身
体
上
又
は
精
神
上
の
障
害
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
者
に
つ
き
判
副
到
創
叫

六
～
十
四
省

２
～
７
省
略

（
平
一
町

法
三
七
四

刺
桐
割
剴
聞
間
男
す
る
事
業

●

二
・
三
省
略

し
付
け
る
こ
と
。

こ
と
が
で
き
る
。

一
被
爆
者
で
あ
っ
て
、

畠
む
の
に
必
国
園
宜
を
供
与
す
る
事
鑿

に
つ
き
、

法
一
七
一
・
平
ニ
ハ
法
一
五
四
・
平
一
七
法
七
七
・
平
一
八
法
五
○
・
平
一
九
法
三
○
・
平
二
二

Ｂ

』
・
平
二
四
法
六
三
・
平
二
六
法
八
三
・
一
部
改
正
）

略

精
神
上
又
は
身
体
上
の
障
害
が
あ
る
た
め
に
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
も
の

被
爆
者
の
居
宅
に
お
け
る
日
常
生
活
を
支
援
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う

食
事
等
ので
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
行
う
者
に
対
し
、
必
要
な
資
金
を
貸

骨
、
非

“
四
川
謹
そ
の
随
』
の
目
吊
生
活
を
、
畠
む
の
に
必
亜

謡
嘩
乗
そ
刀
随
一
の
そ
の
苦
］
が
属

一ノマ

（
平
成
六
年
十
二
月
十
六
日
）

（
法
律
第
百
十
七
号
）

‐所~17



【新所法9①十六】

第
八
十
一
条
省
略

２
カ
ジ
ノ
管
理
委
員

カ
ジ
ノ
管
理
委
員

（
定
義
）

第
二
条
省

２
～
７
省

８
こ
の
法

こ
の
法

３
省
略

ロ
ー
ニ
垂

三
省
略

９
～
畑
省

省

第
二
条
省
略

ｚ
こ
の
法
律
に
お
い
て
『
認
証
業
務
』
と
は
、
自
ら
が
行
う
電
子
署
名
に
つ
い
て
そ
の
遡
調
倒
捌
側
刑
す
る
者
（
以
下
「
利

用
者
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
者
の
求
め
に
応
じ
、
当
該
利
用
者
が
電
子
署
名
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
事
項
が
当
該
利
用
者
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
業
務
を
い
う
。
・

３
省
略

き
は
、
特
定
資
金
移
動
履
行
保
証
金
保
全
契
約
を
締
結
し
た
カ
ジ
ノ
事
業
者
又
は
そ
の
契
約
の
相
手
方
に
対
し
、
保
全

金
額
の
全
部
又
は
一
部
を
供
託
す
べ
き
旨
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

業
を
い
う
。

一
省
略

二
カ
ジ
ノ

カ
ジ
ノ

○
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法

○
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律

（
特
定
資
金
移
動
履
行
保
証
金
保
全
契
約
等
）

（
定
義
）

会
は
、

イ
銀
行
そ
の
他
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
金
融
機
関
を
介
し
、

行
為
を
行
う
顧
客
の
依
頼
を
受
け
て
当
該
顧
客
の
金
銭
に
つ
い
て
行
う
次
に
掲
げ
る
業
務
（
第
三
章
に
お

い
て
「
特
定
金
融
業
務
」
と
い
う
。
）

律
に
お
い
て

宮
の
口
座
と
当
罰
嫉
客
の
指

業
路
第
三
章
第
二
節
第
四
款

．
略

略略

略

「
カ
ジ
ノ
事
業
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
（
以
下
「
カ
ジ
ノ
業
務
」
と
い
う
。
）
を
行
う
事

狩
定
資
金
移
動
業
務
を
利
用

Ｆ
１
金
の
濁
て
当
朔
の
金
銭
の
移
勵

す
る
顧
客
の
利
益
の
保
護
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

力
、

業
者
の
管
理
す
る
当
該
厩

（
平
成
三
十
年
七
月
二
十
七
日
）

（
平
成
十
二
年
五
月
三
十
一
日
）

（
法
律
第
百
二
号
）

～

（
法
律
第
八
十
号
）

所－18
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【新所法9①十六】

（
定
義
）

第
二
条
省

（
定
義
）

第
二
条
省

２
～
４
省

５
こ
の
陸

こ
の
法

３
省
略

（
日
雇
労
働
者
に
つ
い
て
の
労
働
者
派
遣
の
禁
止
）

第
三
十
五
条
の
四
派
遣
元
事
業
主
は
、
召
刎
對
調
呵
を
迅
速
か
つ
的
確
に
遂
行
す
る
た
め
に
専
門
的
な
知
識
、
技
術
又
は

経
験
を
必
要
と
す
る
業
務
の
う
ち
、
労
働
者
派
遣
に
よ
り
日
雇
労
働
者
（
日
々
又
は
三
十
日
以
内
の
期
間
を
定
め
て
雇

用
す
る
労
働
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
従
事
さ
せ
て
も
当
該
日
雇
労
働
者
の
適
正
な
雇
用
管
理

に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
業
務
と
し
て
政
令
で
定
め
る
業
務
に
つ
い
て
労
働
者
派
遣
を
す
る

場
合
又
は
雇
用
の
機
会
の
確
保
が
特
に
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
労
働
者
の
雇
用
の
継
続
等
を
図
る
た
め
に
必
要

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
そ
の
他
の
場
合
で
政
令
で
定
め
る
場
合
を
除
き
、
そ
の
雇
用
す
る
日
雇
労
働
者
に
つ
い
て

労
働
者
派
遣
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

２
厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
政
令
の
制
定
又
は
改
正
の
立
案
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
労
働
政
策

審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
平
二
四
法
二
七
・
追
加
、
平
二
七
法
七
三
・
旧
第
三
十
五
条
の
三
繰
下
）

ｄ

２
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
認
証
業
務
」
と
は
、
自
ら
が
行
う
電
子
署
名
に
つ
い
て

律
に
お
い
て
「
利
用
者
証
明
認
証
業
務
」
と
は
、
自
ら
が
行
う
電
子
利
用
者
証
明
に
つ
い
て
召
刎
捌
調
瑚
劉
利

用
制
副
創
判
（
以
下
「
利
用
者
証
明
利
用
者
」
と
い
う
。
）
又
は
第
三
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
利
用
者
証
明
検
証
者

の
求
め
に
応
じ
て
行
う
利
用
者
証
明
利
用
者
検
証
符
号
（
当
該
利
用
者
証
明
利
用
者
が
電
子
利
用
者
証
明
を
行
う
た
め

用
者
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
者
の
求
め
に
応
じ
、
当
該
利
用
者
溌
電
子
署
名
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
事
項
が
当
該
利
用
者
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
鎖
調
画
を
い
う
。

○
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る

○
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律

○
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る

法
律

法
律

略略略

■■P

毛
の
盤
全
務
方
詞
利
用
す
る
者

（
平
成
十
四
年
十
二
月
十
三
日
）

（
平
成
十
二
年
五
月
三
十
一

丁
五
月
三
十
一

（
昭
和
六
十
年
七
月
五
日
）

（
法
律
第
百
五
十
三
号
）

（
法
律
第
八
十
八
号
）

日）

（
法
律
第
百
二
号
）

（
以
下
「
利

所-19
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に
用
い
る
符
号
（
以
下
「
利
用
者
証
明
利
用
者
符
号
」
と
い
う
。
）
と
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
対
応
す
る

符
号
で
あ
っ
て
、
当
該
電
子
利
用
者
証
明
が
当
該
利
用
者
証
明
利
用
者
符
号
を
用
い
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
当
該
利
用
者
証
明
利
用
者
の
も
の
で
あ
る
こ
と
の
証

明
に
関
す
る
調
謝
を
い
う
。

（
平
一
八
法
四
四
句
平
二
五
法
二
八
・
一
部
改
正
）

所－20



【新所法g①十六】
~

第
二
十
二
条
の
八
一

２
～
畑
省
略

第
五
条
の
三
省

２
～
９
省
略

２
～
９
省
唖

畑
法
第
十
条
第
七
項
第
七
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
試
験
研
究
は
、
次
に
掲
げ
箔
試
験
研
究
と
す
る
。

加
法
第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
同
号
に
規
定
す
る
事
業
の
次
の
各
号

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
要
件
と
す
る
。

一
農
業
協
同
組
合
法
第
十
一
条
の
四
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
宅
地
等
供
給
事
業
の
う
ち
同
法
第
十
条
第
五
項
第

三
号
に
掲
げ
る
も
の
当
該
事
業
が
、
都
市
計
画
そ
の
他
の
土
地
利
用
に
関
す
る
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
計
画
に

適
合
し
た
計
画
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
並
び
に
当
該
事
業
に
よ
り
造
成
さ
れ
る
土
地
の
処
分
予
定

21 一
1 －

30省

三
～
十
二
省
略

Ⅱ
～
肥
省
略

一一
一 ○

租
税
特
別
措
置
法
施
行
令

（
特
定
住
宅
地
造
成
事
業
等
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
譲
渡
所
得
の
特
別
控
除
）

一
十
二
条
の
八
省
略

（
試
験
研
究
を
行
つ
た
場
合
の
所
得
税
額
の
特
別
控
除
）

一
条
の
三
省
略

価
額
が
、

担
す
る
旨
及
び
そ
の
明
細
、
当
該
大
学
等
が
当
該
費
用
の
う
ち
当
該
個
人
が
負
担
し
た
額
を
確
認
す
る
旨
及
び
そ
の

方
法
、
当
該
試
験
研
究
の
成
果
が
当
該
個
人
及
び
当
該
大
学
等
に
帰
属
す
る
旨
及
び
そ
の
内
容
並
び
に
当
該
大
学
等

に
よ
る
当
該
成
果
の
公
表
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
も
の

当
該
事
業
に
要
す
る
一
般
管
理
費
の
額
並
び
に
こ
れ
ら
の
費
用
に
充
て
る
た
め
の
借
入
金
の
利
子
の
額
の
見
積
額

の
合
計
額
以
下
で
あ
る
こ
と
。

ぴ
当
該
大
学
等
の
役
割
分
担
及
び
そ
の
内
容
、

大
学
等
（
学
校
教
育
法
（
昭
邇
一
士
一
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
大
学
若
し
く
は
高
等
専
門
学

校
（
こ
れ
ら
の
う
ち
櫛
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る

学
校
設
置
会
社
が
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
士
一
号
）
第
二
条

第
四
項
に
規
定
す
る
大
学
共
同
利
用
機
関
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
共
同
し
て
行
う
試
験
研
究

で
、
当
該
大
学
等
と
の
契
約
又
は
協
定
（
当
該
契
約
又
は
協
定
に
お
い
て
、
当
該
試
験
研
究
に
お
け
る
当
該
個
人
及

省
略省略

略

羽
の
士
ｈ
の
取
得
及
回
成
に
要
す
る
費
用

翼
国
人
随
・
当
久
犬
哩
等
躯
当
渉
究
に
要
す
る
‐
’
昭

ー

の
額
、
矧
謝
何
割
引
副
劉
矧
の
額
、

（
昭
和
三
十
二
年
三
月
三
十
一

一
年
三
月
三
十
一
日
）

（
政
令
第
四
十
三
号
）

を
分
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【新所法g①十六】

[;w:}
？

一個人所得課税

4その他

（国税）

（1）国又は地方公共団体が行う保育その他の子育てに対する助成をする事業その他これに類する一定の助成をする事業によ
り、これらの助成を受ける者の居宅において保育その他の日常生活を営むのに必要な便宜の供与を行う業務又は認可外保
育施設その他の一定の施設の利用に要する費用に充てるため給付される金品については、所得税を課さないこととする。
Z溌筋法gの-ﾅ六／ 、

。

ぐ

へ

所-3



国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置（案） ①十六】【新所法9

・現状､国や百沼体が実施する子育て支援に係る助成について、
として確定申告を行う必要がある。
※例えば国や東京都が行うベビーシッターの支援事業における利用料助成や、自治体が行う認可外保
育施設の利用料助成など、その助成金額が認識されるものについては課税所得となる。■■■■■

WuI陸睡

課税とされているこ皇や
ども・子育て支援法で非
保育を主とする国や自治溺葛画や自治

一
一
一

●

体からの子育てに係る助成等について屈

得税を非雑とする。

･対象範囲は､壬育てに係る施設･ｻｰビｽの利用料に対する助虚とする(具体的な範囲
は今後省令等で明確化） 。

のイメージ（案）】【

所－4
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【新所法9①十六】

○国、自治体からの保育その他の子育てに対する給付については､ ･次の二点を踏まえ非課税と整理している。 ．
① 「保育」と「学資金（教育)」との類似性
学資に充てるため給付される金品は、学術の奨励を目的として非謀税とされている（所法9①十五）ところ、子育て支援の主となる
保育については、教育要素が含まれるなど近年とりわけ未就学児については教育との間の明確な境目がなくなっている。
②幼児教育．保育無倹化により国から受ける給付は既に非課税とされていること（子ども・子育て支援法）
○その他､中学生以上の子を有する家庭に対する生活支援などは保育そのものではないが､その事業実態を踏まえ保育に対する給付と
切り離しが困難であることから対象とすることとしている。同趣旨から、産前の女性に対する生活支援も対象と整理している。

生、 なﾞ 、「 、 こした る こ るたこ
篭毫左慧駕睾鰡瀞麓してい霊室. ｢その他これに類する事業で財務省令で定めるもの』で省令において産前‘
○

ｱ事業を定めることにより、産前の女性に対する生活支援も対象とする．
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＜条文抜粋＞

児童福祉法（昭和22年法律第164号）
をいい、児童を左のように分ける。第四条この法律で、

一乳児満一歳’

二幼児満一歳7

三少年小学校】

②省略

満一歳に満たない者 ・

満一歳から、小学校就学の始期に達するまでの者
小学校就学の始期から、満十八歳に達するまでの者

§当該疾病にかかってい包童又は児童以外の満二十歳に満たない者(以下I児童弩この法律で、小児慢性特定疾病とは、第六条の二

ることにより、長期にわたり療養を必要とし、及びその生命に危険が及ぶおそれがあるものであって、療養のために多額の費用を要~す?るもの
として厚生労働大臣が社会保障審議会の意見を聴いて定める疾病をいう。
②省略

第六条の三省略

②。③省．略

るこの曇律毛､乳児家庭全戸訪問事業とは､一の市町村の区域内における原則として聿二竺哩竺雲琴壜識瞳毫三髻嘗り堤奎麺
省令で定めるところにより、王宣工に関する情報の提供並びに乳児及びその保護者の心身の状況及び養育環境の把握を行うほか､養育につい
ての相談に応じ、助言その他の援助を行う事業をいう。

⑤省略

⑥この法律で、地域子育て支援拠点事業とは、厚生労働省令で定めるところにより、塾迩蛙塑』星及びその保護者が相互の交流を行う場所を
閑認L_子育てについての相淡､情報の提供､助言その他の援助を行う事業をいう。開設し、王宣エについての相談、情事

⑦この法律で、一時預かり事業とは、 識及び教育嶋三十九条の二第一項に る満三歳以L上の幼児に対する教育を鵬P

家庭において

≦1-1を行うことをいう。以下同じ｡）を受けることが一時的に困難となった乱』星x凶』星について、厚生労働省令で定めるところにより、主
として昼間において、保育所、認定こども園蹴学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七
十七号｡以下｢認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園をいい､保育所であるものを除く。第二十四条第二項を除き、
以下同じ。）その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業をいう。 ‐
⑧～⑭省略

所得税法施行令（昭和40年政令第96号）

（特定公益信託の要件等）

第二百十七条の二省略
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2省略

s法第七十八条第三項に規定する政令で定める特定公益信託は、次に掲げるものの一又は二以上のものをその目的とする同項に規定する特定
公益信託で､その目的に関し相当と認められる業績が持続できることにつき当該特定公益信託に係る主務大臣の認定を受けたもの(その認定
を受けた日の翌日から五年を経過していないものに限る｡)とする。
一～十一省略

十二就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第二条第七項徒調に規定する
－

4。S省略

子ども・子育て支援法（平成24年法律第65号）
（定義） 、

第六条この法律において
をいい、 ｢小学校就学前子ども」と菱の最初6義に 白L

は、子どものうち小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
2省略

ての子どもの健やかな成長のために適切な環境が等しく確保されるよう、国若しく子ども且子育て支援』_とは､全第七条この法律において「
をいう。

は地方公共団体又は地域における

2～10省略

刀支を' ＝か実馳

租税特別措置法（昭和32年法律第26号）

（直系尊属から結婚･子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税）
第七十条の二の三省略

Zこの条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一鐙鐙_ﾆｰ王宣工童全次に掲げる金銭をいう。
イ前項本文の規定の適用を受ける個人(以下この条において「受贈者」という｡）の結婚に際して支出する費用で政令で定めるものに充て
る金銭

呈贈者当該… ＝の目ロ

二～五省略

a～22省略

､L

･所子 ■I■■



【新所法g①十六】
一一、

３
法
第
九
条
第
一
項
第
十
六
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
施
設
は
、
次
に
掲
げ
る
施
設
と
す
る
。

一
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
駕
亘
ハ
十
四
号
）
第
六
条
の
三
第
九
項
（
定
義
）
に
規
定
す
る
家
庭
的
保
育

事
業
、
同
条
第
十
項
に
規
定
す
る
小
規
模
保
育
事
業
、
同
条
第
十
一
項
に
規
定
す
る
居
宅
訪
問
型
保
育
事
業
又
は
同

条
第
十
二
項
に
規
定
す
る
事
業
所
内
保
育
事
業
に
係
る
施
設

二
児
童
福
祉
法
第
三
十
九
条
第
一
項
（
保
育
所
）
に
規
定
す
る
保
育
所

三
児
童
福
祉
法
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
（
認
可
外
保
育
施
設
の
届
出
）
に
規
定
す
る
施
設

四
母
子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
十
七
条
の
二
第
一
項
（
産
後
ケ
ア
事
業
）
に
規
定
す
る
産

後
ケ
ア
事
業
に
係
る
施
設

五
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七

十
七
号
）
第
二
条
第
六
項
（
定
義
）
に
規
定
す
る
認
定
こ
ど
も
園

六
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
五
十
九
条
第
二
号
、
第
五
号
、
第
六
号
、
第

九
号
又
は
第
十
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
（
地
域
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
事
業
）
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
施
設

七
子
ど
も
．
、
子
育
て
支
援
法
第
五
十
九
条
第
四
号
に
掲
げ
る
事
業
に
係
る
施
設
（
保
育
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る

施
設
に
限
る
。
）

（
非
課
税
と
さ
れ
る
金
品
に
係
る
事
業
の
範
囲
等
）

凸

第
三
条
の
二
法
第
九
条
第
一
項
第
十
六
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
事
業
は
、

２
法
第
九
条
第
一
項
第
十
六
号
に
規
定
す
る
財
務
省
令
で
定
め
る
場
所
は
、
次
に
掲
げ
る
場
所
と
す
る
。

一
法
第
九
条
第
一
項
第
十
六
号
に
規
定
す
る
便
宜
の
供
与
を
行
う
者
の
居
宅

二
前
号
に
掲
げ
る
場
所
の
ほ
か
、
法
第
九
条
第
一
項
第
十
六
号
に
規
定
す
る
便
宜
を
適
切
に
供
与
す
る
こ
と
が
で
き

柵
鋤
剛
燃
蝋
雛
搬
一
と
す
る
。

【
省
令
案
イ
メ
ー
ジ
】

る
場
所

（
参
考
）
母
子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
《
（
抄
）

（
産
後
ケ
ア
事
業
）

第
十
七
条
の
二
市
町
村
は
、
出
産
後
一
年
を
経
過
し
な
い
女
子
及
び
乳
児
の
心
身
の
状
態
に
応
じ
た
保
健
指

導
、
療
養
に
伴
う
世
話
又
は
育
児
に
関
す
る
指
導
、
相
談
そ
の
他
の
援
助
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
産
後

・
ケ
ア
」
と
い
う
。
）
を
必
要
と
す
る
出
産
後
一
年
を
経
過
し
な
い
女
子
及
び
乳
児
に
つ
き
・
・
・
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【新所法9①十六】
0

J

４
．
５
省
略

（
特
定
公
益
信
託
の
要
件
等
）

第
二
百
十
七
条
の
三
省
略

３
法
第
七
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
特
定
公
益
信
託
は
、
吹
に
掲
げ
る
も
の
の
一
又
は
二
以
上
の
も

の
を
そ
の
目
的
と
す
る
同
項
に
規
定
す
る
特
定
公
益
信
託
で
、
・
そ
の
目
的
に
関
し
相
当
と
認
め
ら
れ
る
業
績
が
持
続
で

き
る
こ
と
に
つ
き
当
該
特
定
公
益
信
託
に
係
る
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
（
そ
の
認
定
を
受
け
た
日
の
翌
日
か

ら
五
年
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
．
）
と
す
る
。

２
省
略

四
～
十

十
一
十
二

一
●

一
一
一 ○

所
得
税
法
施
行
令

二
省
略

父
叫
圭
目
省
略~ ！

月
等
《
“
｝
．
悪
・
・
に
関
す
る
法
律
盤

『

ー

（
昭
和
四
十
年
三
月
三
十
一
日
）

（
政
令
第
九
十
六
号
）

所-9
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【新所法g①十六】

（
国
、
地
方
公
共
団
体
等
に
対
す
る
特
例
）

’
第
六
十
条
省
略

第
五
十
九
条
の
一
一
劇
刺
剛
１
仕
事
と
子
育
て
と
の
両
立
に
資
す
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
の
提
供
体
制
の
充
実
を
図
る

た
め
、
仕
事
・
子
育
て
両
立
支
援
事
業
と
し
て
、
児
童
福
祉
法
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
施
設
（
同
項
の
規

○
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法

５
～
８
省
略

4 ２
．
３
省
略

○
消
費
税
法

人
格
の
な
い
社
団
等
（
第
九
条
第
一
項
本
文
の
規
定
に
よ
り
消
費
税
を
納
め
る
義
務
が
免
除
さ
れ
る
者
を
除
く
。
）
が
課

税
仕
入
れ
を
行
い
、
又
は
課
税
貨
物
を
保
税
地
域
か
ら
引
き
取
る
場
合
に
お
い
て
里
‐
当
該
課
税
仕
入
れ
の
日
又
は
課
税

貨
物
の
保
税
地
域
か
ら
の
引
取
り
の
日
（
当
該
課
税
貨
物
に
つ
き
特
例
申
告
書
を
提
出
し
た
場
合
に
は
、
当
該
特
例
申
告

書
を
提
出
し
た
日
又
は
特
例
申
告
に
関
す
る
決
定
の
通
知
を
受
け
た
且
の
属
す
る
課
税
期
間
に
お
い
て
資
産
の
譲
渡

等
の
対
価
以
外
の
収
入
（
政
令
で
定
め
る
収
入
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
収
入
」
と
い
う
。
）
が
あ
り
、

か
つ
、
当
該
特
定
収
入
の
合
計
額
が
当
該
課
税
期
間
に
お
け
る
資
産
の
譲
渡
等
の
対
価
の
額
（
第
二
十
八
条
第
一
項
に
規

定
す
る
対
価
の
額
を
い
う
．
）
の
合
計
額
に
当
該
特
定
収
入
の
合
計
額
を
加
算
し
た
金
額
に
比
し
僅
少
で
な
い
場
合
と
し

て
政
令
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
三
十
七
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
を
除
き
、
当
該
課
税
期
間

の
課
税
標
準
額
に
対
す
る
消
費
税
額
（
第
四
十
五
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
課
税
標
準
額
に
対
す
る
消
費
税
額
を
い

う
。
次
項
及
び
第
六
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
課
税
仕
入
れ
等
の
税
額
（
第
三
十
条
第
二
項

ｒ

に
規
定
す
る
課
税
仕
入
れ
等
の
税
額
を
い
う
．
以
下
こ
の
項
及
び
吹
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
合
計
額
は
、
第
三
十
条
か

ゴ

ら
第
三
十
六
条
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
り
計
算
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
課
税
仕
入
れ
等

の
税
額
の
合
計
額
か
ら
特
定
収
入
に
係
る
課
税
仕
入
れ
等
の
税
額
と
し
て
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た

金
額
を
控
除
し
た
残
額
に
相
当
す
る
金
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
金
額
は
、
当
該
課
税
期
間
に
お
け
る

第
三
十
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
仕
入
れ
に
係
る
消
費
税
額
と
み
な
す
。

函
し
く
方
公
共
団
仕

（
平
三
法
七
三
・
平
六
法
一
○
九
・
平
‐
一
二
法
二
六
・
平
一
五
法
八
・
一
部
改
正
）

（
特
別
会
計
を
設
け
て
劇
製
謝
倒
切
引
場
合
に
限
る
。
）
、
別
表
第
三
に
掲
げ
る
法
人
又
は

｝

（
昭
和
六
十
三
年
十
二
月
三
十
日
）

（
法
律
第
百
八
号
）

（
平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
二
日
）

（
法
律
第
六
十
五
号
）

←

所-10

ヨ

国
又
は

h封
方

公
共
団
体
（
政
府
）
～
事
業
を
行
う
」
の
用
例



係
る
も
の
の
設
置
者
に
対
し
、

２
省
略

定
に
よ
る
届
出
が
さ
れ
た
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
同
法
第
六
条
の
三
第
十
二
項
に
規
定
す
る
業
務
を
目
的
と
す
る
も
の

そ
の
他
事
業
主
と
連
携
し
て
当
該
事
業
主
が
雇
用
す
る
労
働
者
の
監
護
す
る
乳
児
又
は
幼
児
の
保
育
を
行
う
業
務
に

（
平
二
八
法
二
二
・
追
加
）

~

蛤

と
と
が
で
き
る
。

可

所-11



Ｆ

【新所法9①十六】

《
特
定
公
益
信
託
の
要
件
等
）

●

第
二
百
十
七
条
の
二
・
省
略

○
所
得
税
法
施
行
令

３
法
第
七
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
特
定
公
益
信
託
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
の
一
又
住
一
以
上

の
も
の
を
そ
の
目
的
と
す
る
同
項
に
規
定
す
る
特
定
公
益
信
託
で
、
そ
の
目
的
に
関
し
相
当
と
認
め
ら
れ
る
業
績

が
持
続
で
き
る
こ
と
に
つ
き
当
該
特
定
公
益
信
託
に
係
る
主
務
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
も
の
（
そ
の
認
定
を
受
け

た
日
の
翌
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

〈
地
域
型
保
育
給
付
費
の
支
給
）

第
二
十
九
条
市
町
村
は
、
満
三
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も
が
、
教
育
・
保
育
給
付
認
定
の
有
効
期
間
内
に
お
い
て
、

２
ゞ
省
略

４
．
５
省
略

（
昭
六
二
政
三
二
九
。
追
加
、
平
二
政
九
二
・
平
五
政
一
三
・
平
六
政
一
○
八
・
平
七
政
一
五
九
。
平
二
一

政
一
四
四
・
平
三
一
政
一
二
○
七
・
平
一
九
政
△
一
・
平
二
○
政
一
五
五
・
平
一
・
天
政
二
一
七
・
一
部
改
正
）

２
～
８
省
略

十
国
士
の
緑
化
事
業

十
一
《
・
十
二
省
略

国
士
の
緑
化
事
業

者
（
以
下
「
特
定
地
域
型
保
育
事
業
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
当
該
確
認
に
係
る
地
域
型
保
育
（
以
下
「
特
定
地
域
型
保

育
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
と
き
は
、
内
閣
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
満
三
歳
未
満
保
育
認
定
子
ど
も

に
係
る
教
育
・
保
育
給
付
認
定
保
護
者
に
対
し
、
当
該
特
定
地
域
型
保
育
葆
育
必
要
量
の
範
囲
内
の
も
の
に
限
る
。

以
下
「
満
三
歳
未
満
保
育
認
定
地
域
型
保
育
」
と
い
う
。
）
に
要
し
た
費
用
に
つ
い
て
、
地
域
型
保
育
給
付
費
を
支

○
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法

給
す
る
。

一
～
九
省
略

が
魁
Ｆ
卜
費
の
・
・
に
係
る
事
鑿

の
推
進
鋤
調
間
留
別
刻
絢
に
限
る
。
）

（
令
元
法
七
・
令
二
法
四
一
・
一
部
改
正
）

ウ

を
行
う
者
と
し
て
確
認
す
る
地
域
型
保
育
を
行
う
事
業

恥

（
平
成
二
十
四
年
八
月
二
十
二
日
）

（
昭
和
四
十
年
三
月
三
十
一

〉
‐
、

‐
Ｆ
１
１
０
６

皿
年
三
月
三
十
一

日）

（
政
令
第
九
十
六
号
）

（
法
律
第
六
十
五
号
）

所-12

「
支
給
」
の
用
例



一

－ ー 一 一

－ －
－

（
給
付
金
の
支
給
）

第
八
十
条
国
剛
１
手
帳
所
持
者
が
そ
の
有
す
る
能
力
に
適
合
す
る
職
業
に
就
く
こ
と
を
容
易
に
し
、
及
び
促
進
す

る
た
め
、
手
帳
所
持
者
又
は
事
業
主
に
対
し
て
、
労
働
施
策
の
総
合
的
な
推
進
並
び
に
労
働
者
の
雇
用
の
安
定
及

び
職
業
生
活
の
充
実
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
亘
一
千
二
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
綱
州
射
「
罰
刻

○
沖
縄
振
興
特
別
措
置
法

時
特
例
等
に
関
す
る
法
律

○
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
雇
用
保
険
法
の
臨

（
雇
用
保
険
法
に
よ
る
雇
用
安
定
事
業
の
特
例
）

第
四
条
政
府
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
よ
る
労
働
者
の
失
業
の
予
防
を
図
る
た
め
、
雇
用

保
険
法
第
六
十
二
条
の
雇
用
安
定
事
業
と
し
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
よ
り
事
業
主
が
休

業
さ
せ
、
そ
の
休
業
さ
せ
ら
れ
て
い
る
期
間
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
賃
金
の
支
払
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
被
保
険
者
（
次
条
第
一
項
に
お
い
て
「
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し

（
市
町
村
の
地
域
生
活
支
援
事
業
）

第
七
十
七
条
市
町
村
は
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
地
域
生
活
支
援
事
業
と
し
て
、
次
に
掲
げ

る
事
業
を
行
う
も
の
と
す
る
。

○
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律

細
型
趾
創
も
の
と
す
る
。

て
、

、口

（
平
三
○
法
七
一
・
一
部
改
正
）

を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
平
成
十
四
年
三
月
三
十
一

，
三
月
三
十
一

（
平
成
十
七
年
十
一
月
七
日
）

（
令
和
二
年
六
月
十
二
日
）
一

（
法
律
第
百
二
十
三
号
）

（
法
律
第
五
十
四
号
）

日）

（
法
律
第
十
四
号
）

所-13



五
～
九
省

２
．
３
省
略

、

省

一
～
三
省
略

四
障
害
福
祉
サ

障
害
福
祉
サ

雪

ー
ビ
ス
の
利
用
の
観
点
か
ら
成
年
後
見
制
度
を
利
用
す
る
戸
』
と
が
有
用
で
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
障
害
者
で
成
年
後
見
制
度
の
利
用
に
要
す
る
費
用
に
つ
い
て
補
助
を
受
け
な
け
れ
ば
成
年
後
見
制
度
の
利

用
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
き
、
当
該
費
用
の
う
ち
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
翻
副
劉
對
剥
桐
調

（
平
一
三
法
七
一
・
平
一
画
法
五
一
・
一
部
改
正
）

略

』

~

「

ー

兎

所-14
－



一

【新所法9①十六】

（
地
方
公
共
団
体
に
よ
る
助
成
）

第
十
五
条
遡
封
洲
剴
封
馴
傾
刷
１
そ
の
区
域
の
自
然
的
社
会
的
条
件
に
応
じ
て
、
雨
水
を
一
時
的
に
貯
留
す
る
た
め

・
の
施
設
の
新
設
、
不
要
と
な
っ
た
浄
化
槽
の
当
該
施
設
へ
の
転
用
そ
の
他
の
雨
水
の
利
用
の
た
め
の
施
設
の
整
備

に
つ
い
て
、
叫
判
閥
創
劇
Ⅵ
刈
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

に
つ
い
て
、

（
業
務
）

第
二
十
一
条
掲
圃
澗
矧
副
鋼
剛
１
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一
資
金
分
配
団
体
に
対
し
、
助
成
等
の
実
施
に
必
要
な
資
金
に
つ
い
て
醐
刷
又
は
貸
付
け
割
月
削
ｊ
」
と
。

二
～
六
省
略

２
省
略

●

２
省
略

○
雨
水
の
利
用
の
推
進
に
関
す
る
法
律

０

○
民
間
公
益
活
動
を
促
進
す
る
た
め
の
休
眠
預
金
等
に
係
る
資
金
の
活
用
に

関
す
る
法
律

F

（
平
成
二
十
八
年
十
二
月
九
日
）

（
平
成
二
十
六
年
四
月
二
日
）

（
法
律
第
十
七
号
）

（
法
律
第
百
一
号
）

所-15

「
助
成
を
行
う
」
の
用
例



【新所法9①十六】

（
業
務
の
範
囲
）

第
十
二
条
機
構
は
、

・
一
～
四
省
略

※
右
記
事
業
に
よ
り
、

田
乳
幼
児
の
保
育

側
児
童
の
生
活
指
導

③
食
事
の
世
話

（
母
子
家
庭
日
常
生
活
支
援
事
業
）

第
十
七
条
都
道
府
県
又
は
市
町
村
は
、
配
偶
者
の
な
い
女
子
で
現
に
児
童
を
扶
養
し
て
い
る
も
の
が
そ
の
者
の
疾

病
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
日
常
生
活
に
支
障
を
生
じ
た
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
、

２
省
略

(8) （7） （6）⑤ (4)○
独
立
行
政
法
人
福
祉
医
療
機
構
法

市
町
村
以
外
の
者
に
当
該
便
宜
を
供
与
す
る
こ
と
を
委
託
す
る
措
置
を
採
る
こ
と
が
で
き
る
。

を
営
む
の
に
必
要
な
便
官

そ
の
者
に
つ
き
、

○
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法

住
居
の
掃
除

身
の
回
り
の
世
話

生
活
必
需
品
等
の
買
物

医
療
機
関
等
と
の
連
絡

そ
の
他
必
要
な
用
務

（
平
二
法
五
八
・
追
加
、
平
五
法
四
八
◆
旧
第
十
五
条
の
二
繰
上
・
一
部
改
正
、
平
二
法
一
六
○
・
一
部

改
正
、
平
一
四
法
二
九
・
旧
第
十
四
条
繰
下
・
一
部
改
正
、
平
二
六
法
二
八
・
一
部
改
正
）

一

つ

第
三
条
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
次
の
業
務
を
行
う
。

刀
宅
そ
動
省
め
る
場
｝

具
体
的
に
は
次
に
掲
げ
る
便
宜
を
供
与
し
て
い
る
。
（
厚
労
省
通
知
）
ｒ

で
あ
っ
て
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
を
供
与
し
、
又
は
当
該
都
道
府
県
若
し
く
は

二
一
匡
一

（
平
成
十
四
年
十
二
月
十
三
日
）

（
昭
和
三
十
九
年
七
月
一

害
一
十
九
年
七
月
一

（
法
律
第
百
六
十
六
号
） 日）

（
法
律
第
百
二
十
九
号
〉

宇
少
』

一

所－16歩

「
日
常

生
活
を
営
む
の
に
必
要
な
便
宜
」

の
用
例



（
居
宅
生
活
支
援
事
業
）

第
三
十
八
条
都
道
府
県
は
、
被
爆
者
の
居
宅
に
お
け
る
日
常
生
活
を
支
援
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
事
業
を
行
う

、
○
原
子
爆
弾
被
爆
者
に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律

六
～
十
四

２
～
７
省

五
身
体
上
又
は
精
神
上
の
障
害
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
者
に
つ
き
判
刷
遡
旬
倒

刺
側
倒
引
削
閑
引
す
み
事
業

二
・
三
省
略

こ
と
が
で
き
る
。
・

一
被
爆
者
で
あ
っ
て
、
精
神
上
又
は
身
体
上
の
障
害
が
あ
る
た
め
に
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
も
の

営
む
の
に
必
要
な
便
宜
を
供
与
す
る
事
鑿

し
付
け
る
こ
と
。

舌
一
毛
こ
階

に
つ
き
、 （

平
一
四
法
一
七
一
・
平
一
六
法
一
五
四
・
平
一
七
法
七
七
・
平
一
八
法
五
○
・
平
一
九
法
三
○
・
平
二
二

法
三
七
・
平
二
四
法
六
三
・
平
二
六
法
八
三
・
一
部
改
正
）

省
略

略

一

で
あ
っ
て
政
令
で
定
め
る
も
の
を
行
う
者
に
対
し
、
必
要
な
資
金
を
貸

､

（
平
成
六
年
十
二
月
十
六
日
）

．
（
法
律
第
百
十
七
号
）

－所-17



ジ

【新所法9①十六】

（
特
定
資
金
移
動
履
行
保
証
金
保
全
契
約
等
）

第
八
十
一
条
省
略

き
は
、
特
定
資
金
移
動
履
行
保
証
金
保
全
契
約
を
締
結
し
た
カ
ジ
ソ
事
業
者
又
は
そ
の
契
約
の
相
手
方
に
対
し
、
保
全

金
額
の
全
部
又
は
一
部
を
供
託
す
べ
き
旨
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

３
省
略

２
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
は
、

ロ
ー
二

三
省

９
～
岨

（
定
義
）

第
二
条
坐

⑨
角
く
ｊ
ワ
，
心

省省

８
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
カ
ジ
ノ
事
業
」
と
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
（
以
下
「
カ
ジ
ノ
業
務
」
と
い
う
。
）
を
行
う
事

第
二
条
省
略

２
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
認
証
業
務
」
と
は
、
自
ら
が
行
う
電
子
署
名
に
つ
い
て
そ
の
謂
糊
劉
創
劉
刷
す
る
者
（
以
下
「
利

用
者
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
者
の
求
め
に
応
じ
、
当
該
利
用
者
が
電
子
署
名
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
事
項
が
当
該
利
用
者
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
業
務
を
い
う
。
・

３
省
略

業
を
い
う
。

〉

一
．
省
略

二
カ
ジ
ノ
行
為
を
行
う
顧
客
の
依
頼
を
受
け
て
当
該
顧
客
の
金
銭
に
つ
い
て
行
う
次
に
掲
げ
る
業
務
（
第
三
章
に
お

い
て
「
特
定
金
融
業
務
」
と
い
う
．
）

○
特
定
複
合
観
光
施
設
区
域
整
備
法

○
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律

イ
銀
行
そ
の
他
の
カ
ジ
ノ
管
理
委
員
会
規
則
で
定
め
る
金
融
機
関
を
介
し
、

（
定
義
）

う
〃
，
（
第
三
章
第
二
節
第
四
款
に
お
い
て
一
特
定
蜜
金
移
動
業
務
」
う

省略
・ 省

略一 一一
略

略略

疋
賓
金
移
醐
業
務
を
利
用
す
る
顧
客
の
利
益
の
保
護
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

峨
顧
毒

カ
ジ
ノ
事
業
者
の
管
理
す
る
当
調

（
平
成
三
十
年
七
月
二
十
七
日
）

（
平
成
十
二
年
五
月
三
十
一

，
五
月
三
十
一

（
法
律
第
八
十
号
） 日）

（
法
律
第
百
二
号
）

所-18

「
業
務
～
利
用
」
の
用
例



【新所法9①十六】

（
定
義
）

第
二
条
省

２
～
４
省

（
定
義
）

第
二
条
省
略

２
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
認
証
業
務
」
と
は
、
自
ら
が
行
う
電
子
署
名
に
つ
い
て

５
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
利
用
者
証
明
認
証
業
務
」
と
は
、
自
ら
が
行
う
電
子
利
用
者
証
明
に
つ
い
て
召
刷
劉
劉
劉
創
柵

刑
制
馴
笥
（
以
下
「
利
用
者
証
明
利
用
者
』
と
い
う
。
）
又
は
第
三
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
利
用
者
証
明
検
証
者

の
求
め
に
応
じ
て
行
う
利
用
者
証
明
利
用
者
検
証
符
号
（
当
該
利
用
者
証
明
利
用
者
が
電
子
利
用
者
証
明
を
行
う
た
め

用
者
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
者
の
求
め
に
応
じ
、
当
該
利
用
者
が
電
子
署
名
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す

る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
事
項
が
当
該
利
用
者
に
係
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
調
謝
を
い
う
。

３
省
略

（
日
雇
労
働
者
に
つ
い
て
の
労
働
者
派
遣
の
禁
止
）

第
三
十
五
条
の
四
派
遣
元
事
業
主
は
、
召
刷
部
謂
凋
を
迅
速
か
つ
的
確
に
遂
行
す
る
た
め
に
専
門
的
な
知
識
、
技
術
又
は

経
験
を
必
要
と
す
る
調
淵
の
う
ち
、
労
働
者
派
遣
に
よ
り
日
雇
労
働
者
（
日
々
又
は
三
十
日
以
内
の
期
間
を
定
め
て
雇

用
す
る
労
働
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
従
事
さ
せ
て
も
当
該
日
雇
労
働
者
の
適
正
な
雇
用
管
理

に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
が
な
い
と
認
め
ら
れ
る
業
務
と
し
て
政
令
で
定
め
る
業
務
に
つ
い
て
労
働
者
派
遣
を
す
る

場
合
又
は
雇
用
の
機
会
の
確
保
が
特
に
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
労
働
者
の
雇
用
の
継
続
等
を
図
る
た
め
に
必
要

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
そ
の
他
の
場
合
で
政
令
で
定
め
る
場
合
を
除
き
、
そ
の
雇
用
す
る
日
雇
労
働
者
に
つ
い
て

労
働
者
派
遣
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。

２
厚
生
労
働
大
臣
は
、
前
項
の
政
令
の
制
定
又
は
改
正
の
立
案
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
労
働
政
策

審
議
会
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
平
二
四
法
二
七
・
追
加
、
平
二
七
法
七
三
・
旧
第
三
十
五
条
の
三
繰
下
）

＆

○
電
子
署
名
等
に
係
る
地
方
公
共
団
体
情
報
シ
ス
テ
ム
機
構
の
認
証
業
務
に
関
す
る

○
電
子
署
名
及
び
認
証
業
務
に
関
す
る
法
律

○
労
働
者
派
遣
事
業
の
適
正
な
運
営
の
確
保
及
び
派
遣
労
働
者
の
保
護
等
に
関
す
る

法
律

法
律

略略

■■

の
業
務
を
利
用
す
る
者

（
平
成
十
四
年
十
二
月
十
三
日
）

■

（
法
律
第
百
五
十
三
号
）

（
平
成
十
二
年
五
月
三
十
一

丁
五
月
三
十
一

（
昭
和
六
十
年
七
月
五
日
）

（
法
律
第
八
十
八
号
）

日）

（
法
律
第
百
二
号
）

（
以
下
「
利

所－19
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に
用
い
る
符
号
（
以
下
『
利
用
者
証
明
利
用
者
符
号
」
と
い
う
。
）
と
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
対
応
す
る

符
号
で
あ
っ
て
、
当
該
電
子
利
用
者
証
明
が
当
該
利
用
者
証
明
利
用
者
符
号
を
用
い
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を

確
認
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
当
該
利
用
者
証
明
利
用
者
の
も
の
で
あ
る
こ
と
の
証

明
に
関
す
る
鎖
調
珂
を
い
う
。

（
平
一
八
法
四
四
・
平
二
五
法
二
八
・
一
部
改
正
）

P

ー

‐

ー

〃

つ
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・
２
～
畑
省
略

別
法
第
三
十
四
条
の
二
第
二
項
第
十
四
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
同
号
に
規
定
す
る
事
業
の
次
の
各
号

に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
要
件
と
す
る
。

一
農
業
協
同
組
合
法
第
十
一
条
の
四
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
宅
地
等
供
給
事
業
の
う
ち
同
法
第
十
条
第
五
項
第

三
号
に
掲
げ
る
も
の
》
当
該
事
業
が
、
都
市
計
画
そ
の
他
の
土
地
利
用
に
関
す
る
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
計
画
に

適
合
し
た
計
画
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
並
び
に
当
該
事
業
に
よ
り
造
成
さ
れ
る
士
地
の
処
分
予
定

第
二
十
二
条
の
八
省
略

第
五
条
の
三
省

２
～
９
省
略

三
～
十
二
省
略

ｕ
～
胴
省
略

二
省
略

皿
～
別
省
略

加
法
第
十
条
第
七
項
第
七
号
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
試
験
研
究
は
、
次
に
掲
げ
る
識
験
研
究
と
す
る
。

宝一

0○租
税
特
別
措
置
法
施
行
令

（
特
定
住
宅
地
造
成
事
業
等
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
譲
渡
所
得
の
特
別
控
除
）

（
試
験
研
究
を
行
っ
た
場
合
の
所
得
税
額
の
特
別
控
除
）

一
条
の
三
省
略

担
す
る
旨
及
び
そ
の
明
細
、
当
該
大
学
等
が
当
該
費
用
の
う
ち
当
該
個
人
が
負
担
し
た
額
を
確
認
す
る
旨
及
び
そ
の

方
法
、
当
該
試
験
研
究
の
成
果
が
当
該
個
人
及
び
当
該
大
学
等
に
帰
属
す
る
旨
及
び
そ
の
内
容
並
び
に
当
該
大
学
等

に
よ
る
当
該
成
果
の
公
表
に
関
す
る
事
項
そ
の
他
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）

に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
も
の

当
該
事
業
に
要
す
る
一
般
管
理
饗
の
額
並
び
に
こ
れ
ら
の
費
用
に
充
て
る
た
め
の
借
入
金
の
利
子
の
額
の
見
積
額

の
合
計
額
以
下
で
あ
る
こ
と
。

価
額
が
、

省
略

大
学
等
（
学
校
教
育
法
（
昭
和
一
千
一
季
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
大
学
若
し
く
は
高
等
専
門
学

校
（
こ
れ
ら
の
う
ち
構
造
改
革
特
別
区
域
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
八
十
九
号
）
第
十
二
条
第
一
漬
に
規
定
す
る

学
校
設
置
会
社
が
設
置
す
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
士
一
号
）
第
二
条

第
四
項
に
規
定
す
る
大
学
共
同
利
用
機
関
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
共
同
し
て
行
う
試
験
研
究

で
、
当
該
大
学
等
と
の
契
約
又
は
協
定
（
当
該
契
約
又
は
協
定
に
お
い
て
、
当
該
試
験
研
究
に
お
け
る
当
該
個
人
及

略

ぴ
当
該
大
学
等
の
役
割
分
担
及
び
そ
の
内
容
、

可
棲
困
り

Ｉ
及
び
造
成
に
函

１
１

当
珂
‐
学
『
が
当
可
”
研
究
に
要
す
る
費
閉

の
額
、
矧
謝
圃
刺
割
引
別
画
刷
の
額
、

（
昭
和
三
十
二
年
三
月
三
十
一

一
年
三
月
三
十
一

日）

（
政
令
第
四
十
三
号
）

を
分

応
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